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はじめに 

 日頃、皆さまには格別のご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。 

 ＪＡいすみは、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当ＪＡに対するご

理解を一層深めていただくために、当ＪＡの主な事業の内容や組織概要、経営の内容な

どについて、利用者のためにわかりやすくまとめたディスクロージャー誌「ＪＡいすみ

の現況」を作成いたしました。 

 皆さまが当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、是非ご一読いただ

きますようお願い申し上げます。 

 今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

                 平成２9 年 4 月  いすみ農業協同組合 

 

 
（注）本誌は、農業協同組合法第 54 条の 3 に基づいて作成したディスクロージャー誌です。 

本誌に掲載した数値は、表示単位未満を切り捨てて表示しています。したがって、各項目を合計した値は、合計

の欄に表示した値に一致しない場合があります。 
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ＪＡいすみご利用者の皆さまへ 

ごあいさつ 
 
平素より、ご利用者の皆さまにはＪＡいすみの事業運営に

格別なるご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
私共ＪＡいすみは、夷隅郡市（2 市・2 町）を一円とする

広域ＪＡとして組合員をはじめ地域の皆さまの期待に応え

るため、ＪＡの持つ総合事業の機能を最大限に生かした事業

活動を展開しております。経営の健全性を示す自己資本比率

は、平成 28 年度末では 10.29％となっておりますが、更なる

経営の安定をはかるため役職員一体となり経営努力を積み

重ねておるところであります。 
さて、ＪＡを取り巻く諸情勢ですが、まず国内景気をみてみると政府の打ち出した経済

政策アベノミクス、日銀の打ち出したマイナス金利等により円安、株高等が生じ、全体と

しては緩やかな回復基調が続いておりますが、業種間、地域別にみますと大きな開きがあ

り、当夷隅地域に於いて景気回復はほど遠いものと思われます。 
一方農業情勢をみてみますと、お米をはじめ農産物価格の低迷、併せて少子化、高齢化

人口減少が進み、特に農業従事者の高齢化、担い手不足、更に耕作放棄地の拡大、鳥獣害

被害の拡大等大きな課題を抱えており、加えて相継ぐ台風の襲来、そして異常気象による

農作物の被害が続出し農業生産者の経営を圧迫しております。 
また、TPP 問題については平成 28 年度秋の臨時国会に於いて可決いたしましたが、1 月

に就任したトランプ大統領は TPP からの永久離脱を表明し、今後アメリカとの２国間貿易

協定となる訳ですが、農業分野を含めて交渉は厳しくなるものと予想されます。 
国内の農業政策面に於いては、国の定める米の生産数量目標が平成 30 年度産米から廃止

され、これらの対応についても早急に体制を整備し併せて主食米の価格維持のため県域を

挙げた対応が求められるでしょう。 
この様な情勢の中、平成 29 年度の当ＪＡの事業の取り組みについては、昨年 3 月の第 17

回通常総代会でご承認いただきました第 5 次中期 3 カ年経営計画、地域農業振興 5 カ年計

画の第 2 年度目と位置づけ、自己改革で打ち出した「農業者の所得拡大、農業生産の拡大」

に向けて、役職員一体となり事業に取り組み「信頼され活力あるＪＡ」を目指していく所

存であります。 
本誌は、ＪＡいすみの事業活動の取り組み状況や経営内容を組合員・ご利用者の皆さま

にご理解をいただき引続き安心してご利用していただくために作成したもので、一読いた

だければ幸いです。 
終わりにあたり、ご利用者の皆さま方の益々のご健勝とご繁栄をご祈念申し上げご挨拶

といたします。 
 

いすみ農業協同組合 

代表理事組合長  花﨑 隆 
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1.経営方針 
 
ＪＡいすみ経営理念  

 

１．ＪＡいすみは、農業の健全な発展と農業経営の安定に寄与し、組合

員にとって存在価値のある協同組合を目指します。  

２．ＪＡいすみは、くらしに密着した事業を展開し、地域住民に親しま

れる協同組合を目指します。  

３．ＪＡいすみは、効率的運営による経営体質の強化を図り、地域社会

に役立つ協同組合を目指します。  

 

ＪＡいすみの法令遵守（コンプライアンス）体制  

＜コンプライアンス基本方針＞  

利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対

する社会の厳しい批判に鑑みれば、組合員・利用者からの信頼を得るため

には法令等を遵守し、透明性の高い経営を行うことがますます重要となっ

ています。このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題

のひとつとして位置付け、この徹底こそが不祥事を未然に防止し、ひいて

は組織の信頼性向上に繋がるとの観点にたち、コンプライアンス実現のた

め次のことに取り組んでいます。  

 

  １．法令や社会的規範の遵守  

  ２．反社会的勢力の排除  

  ３．社会とのコミュニケーションの充実  

 

これらのことは、信用が財産であるＪＡバンクにとって「経営の健全性

を高め、社会からの信頼を確かなものにするための基本原則」であり、全

役職員が日々の業務活動のなかで着実に実践すべきものです。コーポレー

トガバナンス（企業統治＝わが組織は何の為にあるのか、どのように生き

るのか）につながる根本的な問題と認識しています。  

ＪＡは地域と密着した重要な経済・金融機関であり、地域の中での社会

的責任を充分果たし得る経営姿勢と組織づくりが求められています。ＪＡ

いすみでは、コンプライアンス態勢運営要領に基づき、法令遵守はもとよ

り不正・不祥事件の発生防止に向け、定期的な事務手続き点検を継続して

実施しています。また、点検結果に基づく業務の見直し及び内部統制の充

実強化を図るとともに積極的に経営情報を開示し、透明性の高い経営の確

立に取り組んでいます。 

 
※コンプライアンス（法令遵守）とは、国の法律や政省令、社会規範などさまざまな

ルールに加え、社会一般に求められる倫理やモラル、ＪＡ諸規程などを確実に守る

ことです。特に公共性の高い金融機関は広く経済、社会に貢献するという責務を負

っており、より高度なコンプライアンスが求められています。  
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2.事業の概況（平成２８年度） 
 
組合の事業活動の概況 
（１）当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容と成果 

 

ＪＡをめぐる情勢は、平成 28年 4月に新農協法が施行され、その中で「農業者の所得増大」、「農業生産

の拡大」、「地域活性化への貢献」を基本目標とした自己改革を打ち出しました。これらを受けＪＡいすみ

としても、自己改革に沿った取り組みを実践してきました。具体的には、5月 15日に「ＪＡいすみ春の感

謝祭」を開催し、組合員等利用者への謝恩と、日頃見ることができないような地域団体の催し物、ＪＡ事

業の紹介等を行いました。秋には、事業利用者と将来を担う地域の子供たちを招待し、10 月 16 日に「Ｊ

Ａいすみ感謝の集い」中畑清・山田雅人トークショーを開催しました。また、基幹作物である米のＰＲ活

動にも引き続き注力し、「いすみ米食味コンクール」を実施するとともに、関係団体等と連携を取りながら

拡販活動を行い地域農業の活性化に努めました。 

経営の面では、各月別に重点事項を整理することにより集中的な推進活動を実施し、事業量の拡大によ

る収支改善、並びに安定的な財務基盤の強化に向け内部留保の積み増しを図りました。          

また、経営の健全化を図るべく、内部監査等を適期に効果的に実施するとともに、コンプライアンスの徹

底に取り組んできました。 

この結果、信用事業は利益ベースで前年実績を下回りましたが、主要な事業のうち信用・共済・購買の

各事業が本年度計画を上回り、事業総利益から事業管理費を差し引いた事業利益は、前年度対比 102.6％

の 66,541千円を計上し、自己資本比率は 10.29％となりました。 

 

 

 

 

事業の活動内容 

１ ＜指導・販売事業＞                              
① 担い手の確保・育成対策 

営農渉外担当者が、担い手農家や青年部員へ訪問し、低コスト資材の紹介、営農情報の提供、販

売指導等の活動を行いました。青年部活動（いすみの粘土質土壌で栽培できる作物の試作として、

2年目のブロッコリー栽培の取り組み）の支援や、各生産組織の活動を支援し地域農業の維持・振

興に努めました。 

② 水稲 

平成 28年産米の千葉県の作況指数は「102」10a当り収量は 538kgとなりました。地帯別では南

房総で指数「103」になりましたが、当地域では、稲刈りが始まった 8 月中旬より連続発生した台

風の影響等で降雨続きとなり、刈れずじまいの圃場が発生しました。生育状況は、全籾数は、穂数

がやや少なく、１穂当たりの籾数が多くなったことから「やや多い」となりました。登熟は、「平

年並み」となりました。 

販売は、全国的に飼料用米の増産など主食用米の需給改善に向けた取り組が昨年に引き続き進ん

だことから、昨年産と比較して米の概算金は約 1割高となりました。また、安全・安心で良食味な

米づくりのため、生産基準に基づき栽培されたことを証するための「生産履歴記録簿」の記帳指導

と 100%回収・点検を実施し、いすみ米のブランド化実現と消費拡大に貢献するため、JA いすみ第

11回「いすみ米」コシヒカリ食味コンクールを開催しました。 

米穀の取扱については、平成 28 年産米の主食用出荷契約数量 93,226.0 俵に対し集荷数量は

81,416.5俵で集荷率は 87.33%でした。このうち１等米の割合は 71.1％と昨年の 84.1％を下回りま

した。飼料用米の集荷実績は、903,033kg(俵換算 15,050.6 俵)で売買契約数量 941,904kg(俵換算

15,698.4俵)を下回りました。 

③ 青果物・花卉 

「食用ナバナ」については、首都圏の量販店にて販促活動を行うとともに販路拡大を図り、関係

機関と連携し生産技術向上とコスト低減対策に取り組みました。「ブルーベリー」については、出

荷組合と JA による出荷検査を毎回行い、市場から信頼される産地として品質の維持向上に努め、

試験的に海外へ輸出し販路拡大に取り組みました。「タケノコ」については、鮮度を生かした朝堀

出荷の実施や加工用の出荷に取り組みました。「キウイフルーツ」については、現地圃場にて技術
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出荷の実施や加工用の出荷に取り組みました。「キウイフルーツ」については、現地圃場にて技術

研修会を実施し大玉生産に取り組みました。また、全農 JA タウンのホームページにてブルーベリ

ー、キウイフルーツ共に JAネット販売に取り組みました。「スプレーストック」については、出荷

組合による出荷時検査を定期的に行いブランド産地として品質の維持・向上に努めました。 

大原農産物直売所「グリーンスパいすみ」では、3月の国道 465号線の開通に伴うイベントや年

3回の大感謝祭の開催、大原港の朝市等に積極的に参加するとともに出張販売を行い、いすみの新

鮮な野菜・花卉・加工品等を消費者へ届けました。 

④ 酪農・畜産 

消費者の求める「安全・安心で高品質な生乳」を生産するため、酪農研修会の開催、生産管理記

録の記帳や家畜病害の発生防止に取り組みました。また自給飼料の増産、優良後継牛の導入に努め

ました。 

⑤ 生活指導 

女性部活動として毎月短期大学校を開催し、本年度は 18名の受講者がありました。 

介護教室では、介護保険・介護技術を学び、救急救命法の講義では AEDの使用法、心肺蘇生法を

学びました。 

また、ミニデイサービスを 1 地区で開催し 31 名の参加があり、食育・食農活動として 6 地区の

小学校で夏休み料理教室や蒸しパン作り、ミニカボチャの植付け等を実施し 336名の参加がありま

した。 

さらに組合員の健康管理活動として、年 2回 5会場で人間ドック・集団健診を実施し 131名の受

診がありました。 

 

２ ＜購買事業＞                                 
一般購買事業では、購買品価格の分析を実施し、予約購買制度を活用したコスト低減と安定供給

に取り組みました。 

農機部門では、春秋農機展示会・各種実演会の開催、各農機メーカーと同行推進を通じ適正農機

の情報提供、農作業の安全啓発活動に努めました。 

生活関連事業では、組合員の求める生活関連商品の提供に努めました。 

ＬＰガス部門では、安心・安全を重点に、保安取組体制の強化並びに利便性のある事業の実践と

サービス向上に取り組みました。 

燃料部門では、原油価格が変動の中、地域の商環境の動向に合わせた利便性の向上及び地域に密

着した適正価格に対応できるように取り組みました。 

自動車部門では、自動車展示会の開催による新型車の情報提供、また、土・日曜のオイルキャン

ペーン、車検早期予約割引など利用者サービスの向上を図りました。 

 

３ ＜ライスセンター・育苗センター＞                       
ライスセンター取扱数量は、地帯別作況指数が「103」のやや良の中、３ライスセンター合計で

7,715.5俵(前年比 96.7%)の実績でした。 

育苗センター取扱数量は、４育苗センター合計で 47,436箱(前年比 98.3%)の実績でした。 

 

４ ＜高齢者福祉事業＞                              
高齢化が進む中、組合員・地域住民が住みなれた地域、自宅で暮し続けられるように介護保険サ

ービスを主体に高齢者福祉事業に取り組みました。また、JA いすみ感謝祭において組合員、地域

住民に介護事業の PR、介護についてのアンケート、介護相談会を実施いたしました。 

高齢者助け合い活動（シルバーシッター制度）では、介護保険以外の福祉事業として、利用者の

要望に沿ったサービスに努めました。 

 

 予防介護 介護給付 居宅介護支援 高齢者支援 

年間延べ利用者数（名） 261 587 892 114 

利用時間（時間） 1,544 8,746  639 
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５ ＜信用事業＞                                 
貯金につきましては、春・夏・秋（農産物販売代金対象）・冬と年間４度の金利上乗せ定期貯金

キャンペーンを実施しました。また、年金相談会を春と秋に５基幹支所においてそれぞれ１回ずつ、

年間トータルで１０回開催し、年金受給者に有利な定期貯金・年金定期積金のＰＲと、夏と秋に年

金指定替え強化月間を設け、年金受給口座の拡大に取り組みました。更に、年間を通して組合員・

利用者への家計メイン化や、貯金者のＪＡに対する安全性・健全性などの信頼を背景に貯金の増強

に取り組んだ結果、総貯金残高は前年対比 102.6%となりました。 

貸出金につきましては、住宅ローン伸長のため、新聞折込みチラシや広報誌によるＰＲを展開す

るとともに、業者セールスを実施しました。農業関連資金に関しては、農機具大展示会開催会場に

てローン相談を実施しました。また、生活関連資金等も広報誌への掲載・チラシの配布等ＰＲ活動

に取り組みましたが、償還額が新規貸出額を上回ったため、年度末残高は前年を下回りました。 

 

６ ＜共済事業＞                                 
「エリア戦略に基づく地域特性に応じた推進活動の実践」を柱とし、組合員・利用者の保障充足

や事業基盤の維持・拡大を進め、３Ｑ訪問活動における「あんしんチェック」や「はじまる活動」

による、世帯に深く地域に広い推進活動に取り組みました。 

このような事業展開を実施した中、少子高齢化の進行及び保障ニーズの激変など取り巻く環境変

化等の影響により、長期共済の新規契約高・保有契約高ともに伸長率は前年を下回りました。 

また、加入者が受け取った 満期・その他給付金・年金共済金等の支払額は、4,728件 18億 5,240

万円となりました。さらに保障拡充がされていく中で、病気・災害・事故等で加入者が受け取った

共済金は、合計で 1,185件、5億 598万円でした。なかでも、平成 28年 8月 22日の台風 9号の災

害にて、建物更生共済加入者が受け取った共済金は、426件 1億 5,270万円でした。     

自動車損害調査業務につきましては、期待と信頼に応える損害調査サービスを提供し 391件、１

億 5,679万円の事故共済金を適性・迅速に支払い処理を行いました。 

 

（２） 対処すべき重要な課題 
 

① 農産物の販売体制強化と農業者所得の向上 

        主要品目ごとの販売戦略づくりと、基幹作物である「いすみ米」を中心とした販路拡大による農

家所得の向上に取り組みます。  
 

② 経営収支改善と財務基盤の強化 

事業取扱高の増大と部門別採算性を重視した経営の合理化を図ることにより経営収支を改善し、

あわせて内部留保による財務基盤強化と自己資本比率の向上に努めます。 

  

③ コンプライアンス体制の強化による経営の健全性の確保 

コンプライアンスに対する意識の共有を図り、あわせて不祥事未然防止に向け適切な内部監査を

実施するとともに、研修等のコンプライアンスプログラムを実践します。 
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３.事業活動のトピックス 
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だ靴などを数多く取り揃えました。 
 
春の感謝祭 

  ＪＡいすみは、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを表すとともに、地域の活性化に繋げようと、

春の感謝祭を開きました。ＪＡの事業を活かした様々な催しを用意し、農産物や農機などの販
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高いお客様満足度を獲得 

 当ＪＡは、平成 27 年度の自動車共済でお客様総合満足度が全国ＪＡ(６６４組)のなかでも

大変高く、自動車共済の新規契約数も１００位以内の優秀な成績でした。そのことから全国

共済農業協同組合連合会の職員が本所を訪れ、とうＪＡに感謝状を贈りました。 

    

 ＪＡいすみ感謝の集い 
  ＪＡはご愛顧いただいているお客様６００人と、管内の野球少年を１００人招待し、感謝

の集い「中畑清・山田雅人ショー」を開催しました。野球界のスター中畑清と現在「かたり

の世界」で舞台公演などを行っている山田雅人、野球界を話題に２人の軽快なトークに会場

は最後まで爆笑の連続でした。また、中畑さんがバッティングホームのアドバイスをしたり、

直筆のサインボール・バットを手渡しでプレゼントするなど、子どもたちにはサプライズも

ありました。 
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4.農業振興活動 
 

農業を未来へ繋ぐ 

 ＪＡいすみでは、児童の食農教育に役立ててもらおうと、いすみ市・勝浦市・大多喜

町・御宿町に農業に関する補助教本を合わせて 780 部贈りました。教本はＪＡバンクグ

ループ制作「農業とわたしたちのくらし」という題名で、児童向けに農業と食について

の内容が簡単にまとまっています。ＪＡは今後も地域に密着した組織として、地域に役

に立つ活動を考え、実行していきます。 

 

食農教育活動 
 女性部では、毎年管内の小学生にカボチャの苗の植え付け、大豆の種まき体験を食農教育

活動の一環として行っています。収穫するまで児童が大事に育て、収穫後は、カボチャを使

った料理教室や大豆を使ったみそづくり、豆腐づくりを教えています。子どもたちに、食べ

物のありがたみと、地産地消を身近に感じてもらおうと取り組んでいます。 

  
いすみの「食」を伝える 
 ＪＡ大原農産物直売所では、地産地消のため、いすみ市の大原漁港で行われる朝市や、Ｊ

Ａいすみ管内で行われる様々なイベントに出店しています。特に大原の港の朝市には毎月出

店しており、県内外からたくさんのお客様が訪れています。また、毎月 2 回ほど、東京都の

商店街に出店し、ＪＡ管内の良さを伝えています。産地から離れた東京でも新鮮ないすみの

「食」は大好評です。不定期ですが、神奈川県の朝市にも参加しています。 
 
 
安全・安心・おいしい米づくり 
ＪＡいすみでは、いすみ米のブランド確保と、大粒な良食味米を生産しようと、毎年稲作

講習会を開催しています。講師に夷隅農業事務所、ＪＡ全農の担当者を招き、時期ごとの管

理方法や農機の安全な使用方法、生産資材についての説明を受けられます。基本的なことか

ら、注意が必要な作業まで詳細に、安全・安心・おいしい米づくりに向けた講習会となって

います。 
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5.地域貢献情報 
 

 置き傘の贈呈 
  ＪＡいすみは子どもの交通安全を願い、いすみ市・勝浦市・大多喜町・御宿町の庁舎で小

学校の置き傘の贈呈式を昨年に続き行いました。贈った傘は黄色を基調としているので目立

ち、かつ一部透明なので児童の視界を確保できます。花﨑隆組合長を始めとするＪＡ役職員

が訪問し、合わせて合計 555 本贈りました。 

   

 健康維持に貢献 
ＪＡでは、組合員、地域住民の皆さまの健康管理活動として集団健診と巡回人間ドックを行

っています。さまざまな項目で幅広く検査ができるので多くの方が毎年受診しています。 

また、集団健診の結果報告会を開き、結果に基づいた個別相談があり、それぞれの結果に合

った改善方法が指導され、人間ドックを受診された方にも医師が個別相談に応じています。 

 

交通遺児育英資金募金活動 
  ＪＡは社会貢献活動の一環として、毎年「ＪＡ共済交通遺児育英資金募金運動」を行って

います。当ＪＡでも職員がＪＲ茂原駅前で街頭募金活動を行うほか、各支所にて募金活動を

実施しました。この活動は交通災害に対する援助活動の一助から、交通遺児の救済・交通安

全思想の普及啓蒙を図ることを目的に行われます。 

皆さまから集められた財源は、千葉県交通安全対策推進委員会に贈呈し、交通遺児のために

使われます。 

 

女性部活動～地域貢献～ 
女性部は、定期的にボランティア活動を行っています。介護老人施設の慰問をはじめ、地区

集会所等を利用したミニデイサービスを実施しています。介護老人施設へは毎月訪問し、踊

りの披露や入所者と一緒に歌ったり楽しい時間を過ごします。また、ミニデイサービスでは、

ケアマネージャーの講習会や地域のお年寄りとの交流を図るなど、地域に根付いた活動を行

っています。 

 

米で地域を元気に 

 当ＪＡでは、いすみ米食味コンクールの出品米を地域の役に立てようと、管内の福祉施設

などに進呈しました。本所で行われた進呈式では、施設関係者や各市町の行政担当者ら約 30

人が出席しました。 
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6.リスク管理の状況 

 

リスク管理体制 

〔リスク管理基本方針〕 
組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用いただくためには、より健全性の高い

経営を確保し、信頼性を高めていくことが重要です。 

このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく「リ

スク管理基本方針」を策定し、認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組みなど、リスク

管理の基本的な体系を整備しています。 

また、この基本方針に基づき、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施

などを通じてリスク管理体制の充実・強化に努めています。 
 

① 信用リスク管理 
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）

の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡは、個別の

重用案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。又通常の貸

出取引については、本所に信用部審査課を設置し各支所と連携し、与信審査を行っていま

す。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うと

ともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引

において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。

不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。

また、貸出自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき必

要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。 
 

② 市場リスク管理 

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、

資産・負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債か

ら生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことです。主に金利リスク、価格変動リ

スクなどをいいます。金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債

の金利又は期間のミスマッチが存在している中で金利が変動することにより、利益が低下

ないし損失を被るリスクをいいます。また、価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変

動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。 

当ＪＡは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールする

ことにより、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収

益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実

施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。とりわ

け、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当ＪＡの保

有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定め

るとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び

意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決

定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が

行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期

的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。 
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③ 流動性リスク管理 
流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金

確保が困難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることに

より損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引がで
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〔コンプライアンス運営態勢〕 
コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組合長を委員長と

するコンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進を行うため、

本所各部門・各支所にコンプライアンス責任者・担当者を配置しています。 

基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」を策

定し、研修会を行い全役職員に徹底しています。 

毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、統

括部署にて、その進捗管理を行っています。 

また、組合員・利用者の皆さまの声を真摯に捉え、前向きに事業に反映するため、苦情・

相談等を各部門において受付しております。 

 

金融ＡＤＲ制度への対応 

① 苦情処理措置の内容 
当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容

をホームページ・チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連とも連携

し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 

【当ＪＡの苦情等受付窓口】 

勝浦支所 ０４７０－７７－０１１１ 御宿支所 ０４７０－６８－２４２４ 

大多喜支所 ０４７０－８２－２４２１ 夷隅支所 ０４７０－８６－２１２１ 

西畑支所 ０４７０－８３－０９００ 岬支所 ０４７０－８７－２６３１ 

大原支所 ０４７０－６２－１３１１ 中根支所 ０４７０－８７－２９３３ 

東支所 ０４７０－６６－１７１１   

※上記以外に、以下の相談所でも受け付けます。 

ＪＡバンク相談所 ０４３－２４３－００１１ 

ＪＡ共済相談受付センター ０１２０－５３６－０９３ 

※上記受付時間 午前９時～午後５時（金融機関の休業日を除く） 

② 紛争解決措置の内容 

当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。 

◇信用事業 

第一東京弁護士会仲裁センター 

第二東京弁護士会仲裁センター 

千葉県ＪＡバンク相談所（０４３－２４３－００１１）にお申し出ください。 

◇共済事業 

㈳日本共済協会 共済相談所 ０３－５３６８－５７５７ 

㈶自賠責保険･共済紛争処理機構 ０３－５２９６－５０３１ 

㈶日弁連交通事故相談センター ０３－３５８１－４７２４ 

㈶交通事故紛争処理センター ０３－３３４６－１７５６ 

 

内部監査体制 
当ＪＡでは内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各

部門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事

項の勧告などを通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。また内部監査は、Ｊ

Ａの本所・支所・事業所のすべてを対象とし、年間の内部監査計画に基づき実施しています。

監査結果は組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的に被監査部門の改

善取り組み状況をフォローアップしています。また、監査結果の概要を定期的に理事会に報

告することとしていますが、特に重要事項については、直ちに理事会、代表理事組合長、監

事に報告し、速やかに適切な措置を講じています。 
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ＡＬＭの有効活用 
ＡＬＭを利用し、財務の健全性維持と金融情勢の変化に機敏に対応できるよう努力してい

ます。 

 

 

7.自己資本の状況 

 
自己資本比率の状況 

 当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応え

るため、財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努める

とともに、不良債権処理及び業務の効率化等に取り組んだ結果、平成 28 年 12 月末にお

ける自己資本比率は、10.29％となりました。 
 
経営の健全性の確保と自己資本の充実 

 当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資によっています。 
  ◇普通出資による資本調達額  1,129 百万円（前年度 1,109 百万円） 
  
当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本

比率を算出して、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこ

れらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しに

より自己資本の充実に努めています。 
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8.主な事業のご案内 

（1）主な事業の内容 

信用事業                                     

 信用事業は、貯金・貸出・為替など、いわゆる銀行業務といわれる内容の業務を行っ

ています。この信用事業は、ＪＡ・農林中金という２段階の組織が有機的に結びつき、「Ｊ

Ａバンク」として大きな力を発揮しています。 

 

◇ 貯金業務 

 組合員はもちろん、地域住民の皆さまや事業主の皆さまからの貯金をお預かりしてい

ます。普通貯金・当座貯金・定期貯金・定期積金・総合口座などの各種貯金を目的・期

間・金額にあわせてご利用いただいております。 

  また、公共料金・都道府県税・市町村税・各種料金のお支払い、年金のお受け取り、

給与振込等もご利用いただけます。 

  

主な貯金商品一覧表 

種 類 期 間 預入金 特  徴 

普 通 貯 金 ― １円以上 

預入、引出が自由で公共料金等の自動支払、給与・年金・

配当金の自動受取もでき、引出しはキャッシュカードを

使用すれば通帳も印鑑も不要です。定期貯金と併せて総

合口座を開設すれば借入もできます。 

貯 蓄 貯 金 ― １円以上 

一定金額以上の残高を保っていれば、普通貯金に比べて

高い金利商品です。（10 万円・30 万円・100 万円・300

万円未満、300 万円以上の 5 段階の金額階層により利率

を適用します。） 

納税準備貯金  ― １円以上 

納税に充てる資金を預入する貯金で、利子は非課税とな

っています。預入は自由ですが引出しは納税に充てる事

に限ります。なお納税目的外の引出しは普通貯金と同じ

扱いとなります。 

定 期 積 金 ６カ月～10年 1,000円以上 
積立期間を決めて毎月掛金を払込み、満期日にまとまっ

た給付金を受け取るもので、目的貯金として取り扱われ

ています。 

定 期 貯 金 １カ月・２カ月・３

カ月・６カ月・１～

５年・７年・１０年

の定型方式 

１カ月以上１０年未

満の満期日指定方式 

1円以上 自由金利の定期貯金で定型方式と満期日指定方式があ

り，総合口座の取り扱いや、定型方式の場合は自動継続

の取り扱いもできます。 

金利の見直しは随時行われ預入日の金利が満期日まで

適用される固定金利貯金です。なお金額階層別に金利が

異なります。 

自 由 金 利 型 

定 期 貯 金 

(大口定期) 

1,000万以上 

期 日 指 定   

定 期 貯 金 
３年以内 

１円以上   

３００万円未満 

１カ月以上前に引き出し希望日（満期日）を指定すれば、

１年（据置期間）経過後はいつでも引き出しできる定期

貯金です。 

変 動 金 利   

定 期 貯 金 
１～３年 １円以上 

預入期間中でも６カ月ごとに適用金利が変わる定期貯

金です。 

  
＊当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度である「貯金保険制度（農水産

業協同組合貯金保険制度）」との二重の制度により守られています。 
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り，総合口座の取り扱いや、定型方式の場合は自動継続

の取り扱いもできます。 

金利の見直しは随時行われ預入日の金利が満期日まで

適用される固定金利貯金です。なお金額階層別に金利が

異なります。 

自 由 金 利 型 

定 期 貯 金 

(大口定期) 

1,000万以上 

期 日 指 定   

定 期 貯 金 
３年以内 

１円以上   

３００万円未満 

１カ月以上前に引き出し希望日（満期日）を指定すれば、

１年（据置期間）経過後はいつでも引き出しできる定期

貯金です。 

変 動 金 利   

定 期 貯 金 
１～３年 １円以上 

預入期間中でも６カ月ごとに適用金利が変わる定期貯

金です。 

  
＊当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度である「貯金保険制度（農水産

業協同組合貯金保険制度）」との二重の制度により守られています。 

 

◇ 貸出業務 

農業専門金融機関として、農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、組合員

の皆さまの生活を豊かにするための生活改善資金等を融資しています。また、地域金融

機関の役割として、地域住民の皆さまの暮らしに必要な資金や地方公共団体・農業関連

産業・地元企業等、農業以外の事業へも必要な資金を貸し出し、農業の振興はもとより、

地域社会の発展の為に貢献しています。 
 さらに、株式会社日本政策金融公庫をはじめとする、政府系金融機関等の代理貸付、 

個人向けローンも取り扱っています。 

 

主な融資商品一覧 

種 類 期 間 金 額 資 金 使 途 

営

農

に

必

要

な

資

金 

農業近代化資金 15年以内 
所要資金の 

80％以内 

農業生産の向上に必要な農業資金を長期・低

利で利用できる制度資金 

農 業 経 営 改 善 

促 進 資 金 
１年以内 500万円以内 

農業者（認定農業者）が農業経営改善計画達

成に必要な経費、購入費等にかかる運転資

金。ただし、既往借入金の借換えは除く〔制

度資金〕。 

ＪＡ農機ハウス

ロ ー ン  
15年以内 

農機具等 7 年以内 
1,800万円以内 

兼業農業者・専業農業者・認定農業者（個人 

）等の農機具購入（中古農機を含む）、点検 

修理、車検、購入に付帯する諸費用、保険 

掛金に必要な資金、および他金融機関の農 

機具ローンの借換資金、パイプハウス等資 

材、建設費用、格納庫建設資金 

ア グ リ マ イ 

テ ィー 資 金 

15年以内 
（うち据置き３年

以内） 

事業費の 100％以内 

 

専業農業者・認定農業者・営農集団・集落 

営農組織・農事組合法人等の農業生産に必 

要な資金 

農業生産に直結する設備資金・運転資金 

農産物の加工・流通・販売に関する設備資 

金・運転資金 

地域の活性化・振興を支援するための設備 

資金・運転資金 

く

ら

し

に

必

要

な

資

金 

オ リ コ目 的 

ロ ー ン 
7年以内 500万円以内 

資金使途が明確なもの、他金融機関の自動車 

購入資金に関するローンの借換資金但し、事 

業性資金・旧債務返済は除く。 

オリコフリー 

ロ ー ン 
7年以内 500万円以内 特に限定はないが、事業性資金は除く。 

ＪＡ住宅ローン 35年以内 5,000万円以内 

住宅の新築、土地の購入、新築住宅の購入、

中古住宅の購入、住宅の増改築・改装・補修、 

現在、他金融機関からの借入中の住宅ローン 

の借換資金 

Ｊ Ａ 賃 貸 

住 宅 ロ ー ン 
30年以内 300百万円 

賃貸住宅（店舗併用賃貸住宅を含む）の建設、

増改築および補改修を目的とする資金 

ＪＡリフォーム  

ローン（Ⅰ型Ａ） 
15年以内 1,000万円以内 

既存住宅の増改築・改装・補修を目的とする

資金、および住宅関連設備等の設置を目的と

する資金 
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種 類 期 間 金 額 資 金 使 途 

く
ら
し
に
必
要
な
資
金 

ＪＡ教育ローン 
15年以内（在学

期間＋9年） 
1,000万円以内 

就学子弟の入学金、授業料、学費およびアパ

ート家賃等の教育に関する全ての資金 

Ｊ Ａ マ イ カ ー 

ロ ー ン 
10年以内 

 

1,000万円以内 

 

自動車・バイク購入資金（中古車を含む）お

よび購入に対する諸費用、点検・車検・修理

費用、保険掛金、運転免許の所得資金、カー

ナビ等のカー用品の購入資金、車庫建設資

金、現在、他金融機関等から借入中の自動車

ローンの借換資金 

ＪＡカードローン 

契約日から 2年

後の応当日の属

する月の 12日 

極度額 10万円以

上 50万円以内 
組合員が生活に必要な一切の資金 

Ｊ Ａ ワ イ ド  

カ ー ド ロ ー ン 

契約日から 1年

後の応当日の属

する月の 12日 

極度額 50万円超

300万円以内 
組合員の生活に必要な一切の資金 

ＪＡフリーローン ５年以内 300万円以内 
組合員が生活に必要とする資金であり、資金

使途・所要金額が見積書（写）、契約書（写）

等で確認できること 

 

 

 

◇ 為替業務 

全国のＪＡ･信連･農林中金の店舗をはじめ、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為

替網で結び、当ＪＡの窓口を通して全国どこの金融機関へでも振込・送金や手形･小切手

等の取立てが安全･確実･迅速に出来る内国為替をお取り扱いしています。 

 

１. 為替手数料・振込手数料 

利用区分 
当組合 

県内ＪＡ宛 県外ＪＡ宛 他金融機関宛 
自店舗宛 他店舗宛 

窓

口

ご

利

用 

電
信
扱 

３万円以上 無料 432円 432円 432円 756円 

３万円未満 無料 216円 216円 216円 540円 

文
書
扱 

３万円以上 無料 432円 432円 432円 648円 

３万円未満 無料 216円 216円 216円 432円 

Ａ

Ｔ

Ｍ

ご

利

用 

カ
ー
ド
扱 

３万円以上 無料 324円 324円 324円 648円 

１万円以上 

３万円未満 
無料 108円 108円 108円 432円 

１万円未満 無料 108円 108円 108円 324円 

ネットバン

クアンサー

サービス 

３万円以上 無料 216円 216円 216円 432円 

３万円未満 無料 108円 108円 108円 216円 

送金手数料 ― 432円 432円 648円 648円 

（注）定時自動送金処理の振込手数料は「窓口扱」の場合の「電信扱」と同額です。但し、自店舗宛は定時自動送金

処理手数料として、口座振替手数料と同額とします。また、定時自動振替・集金処理についても口座振替手数料と同

額とします。（但し、ＪＡ宛支払い等の振込依頼は無料です。） 
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種 類 期 間 金 額 資 金 使 途 

く
ら
し
に
必
要
な
資
金 

ＪＡ教育ローン 
15年以内（在学

期間＋9年） 
1,000万円以内 

就学子弟の入学金、授業料、学費およびアパ

ート家賃等の教育に関する全ての資金 

Ｊ Ａ マ イ カ ー 

ロ ー ン 
10年以内 

 

1,000万円以内 

 

自動車・バイク購入資金（中古車を含む）お

よび購入に対する諸費用、点検・車検・修理

費用、保険掛金、運転免許の所得資金、カー

ナビ等のカー用品の購入資金、車庫建設資

金、現在、他金融機関等から借入中の自動車

ローンの借換資金 

ＪＡカードローン 

契約日から 2年

後の応当日の属

する月の 12日 

極度額 10万円以

上 50万円以内 
組合員が生活に必要な一切の資金 

Ｊ Ａ ワ イ ド  

カ ー ド ロ ー ン 

契約日から 1年

後の応当日の属

する月の 12日 

極度額 50万円超

300万円以内 
組合員の生活に必要な一切の資金 

ＪＡフリーローン ５年以内 300万円以内 
組合員が生活に必要とする資金であり、資金

使途・所要金額が見積書（写）、契約書（写）

等で確認できること 

 

 

 

◇ 為替業務 

全国のＪＡ･信連･農林中金の店舗をはじめ、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為

替網で結び、当ＪＡの窓口を通して全国どこの金融機関へでも振込・送金や手形･小切手

等の取立てが安全･確実･迅速に出来る内国為替をお取り扱いしています。 

 

１. 為替手数料・振込手数料 

利用区分 
当組合 

県内ＪＡ宛 県外ＪＡ宛 他金融機関宛 
自店舗宛 他店舗宛 

窓

口

ご

利

用 

電
信
扱 

３万円以上 無料 432円 432円 432円 756円 

３万円未満 無料 216円 216円 216円 540円 

文
書
扱 

３万円以上 無料 432円 432円 432円 648円 

３万円未満 無料 216円 216円 216円 432円 

Ａ

Ｔ

Ｍ

ご

利

用 

カ
ー
ド
扱 

３万円以上 無料 324円 324円 324円 648円 

１万円以上 

３万円未満 
無料 108円 108円 108円 432円 

１万円未満 無料 108円 108円 108円 324円 

ネットバン

クアンサー

サービス 

３万円以上 無料 216円 216円 216円 432円 

３万円未満 無料 108円 108円 108円 216円 

送金手数料 ― 432円 432円 648円 648円 

（注）定時自動送金処理の振込手数料は「窓口扱」の場合の「電信扱」と同額です。但し、自店舗宛は定時自動送金

処理手数料として、口座振替手数料と同額とします。また、定時自動振替・集金処理についても口座振替手数料と同

額とします。（但し、ＪＡ宛支払い等の振込依頼は無料です。） 

◇視覚障がい者〈振込手数料〉 

利用区分 
当組合 

県内ＪＡ宛 県外ＪＡ宛 他金融機関宛 
自店舗宛 他店舗宛 

窓
口
ご
利
用 

電
信
扱 

３万円以上 無料 324円 324円 324円 648円 

３万円未満 無料 108円 108円 108円 432円 

１万円未満 無料 108円 108円 108円 324円 

  

２.代金取立手数料 
当ＪＡ宛・東京交換のもの（注）                            無料 

個別取立（注） 
  普通扱（送金小切手）    １通につき       648円 

  至急扱           １通につき 郵送料実費＋864円 

 （注）手形期日までＪＡで保管する場合別途 324円 

 

３.その他手数料 

送金・振込の組戻料   １件につき   648円 

取 立 手 形 組 戻 料   １通につき   648円 

取立手形店頭呈示料   １通につき   648円 ＋ 交通費実費 

不 渡 手 形 返 却 料   １通につき   648円 

 

 

 

◇ サービス・その他 

当ＪＡでは、コンピュータ･オンラインシステムを利用して、各種自動受け取り、各種

自動支払いや事業主の皆さまのための給与振込サービス、自動集金サービス、口座振替

サービスなどをお取り扱いしています。 

また、国債（新窓販国債、個人向け国債）の窓口販売の取り扱い、全国のＪＡでの貯金

の出し入れや銀行、信用金庫、コンビニエンス・ストアなどでも現金引出しの出来るキ

ャッシュサービスなど、いろいろなサービスに努めています。 

 

１.小切手・手形用紙代         ２.発行手数料  （1枚・冊） 

種  類 金額  種  類 金額 

約束手形帳  （ 25 枚綴り） 540円  通 帳 ・ 証 書 再 発 行 540円 

小切手帳   （ 50 枚綴り） 648円  ＩＣ・一体型キャッシュカード初回発行 無料 

為替手形帳  （ 25 枚綴り） 540円  ＩＣキャッシュカード再発行 1,080円 

マル専約束手形用紙（１枚） 540円  一体型キャッシュカード再発行 648円 

マル専当座開設手数料（１件） 3,240円  残高証明書発行（随時１枚） 432円 

自己宛小切手（１枚） 540円  残高証明書発行（定時１枚） 324円 

   融 資 利 息 証 明 書 432円 

   融 資 証 明 書 432円 
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３.口座振替手数料 
 

公 共 料 金 契約書による 

各種組織・団体 (注) １件につき  21円 

業 者 関 係 １件につき  54円 

個 人 １件につき  21円 

   (注)土地改良組合等については別途一契約当り又は月間・年間手数料とすることができます。 

 

４．両替手数料 
両 替 枚 数 手 数 料 

     １枚～  100枚               無料 

  101枚～ 1,000枚 324円 

1,001枚～ 2,000枚 648円 

   2,001枚以上 1,000枚毎に 324円を加算します 

（注）両替枚数は、お客様が持参した紙幣・硬貨の合計枚数と、お持ち帰りになる紙幣・硬貨の合計枚数のいずれか 

多い枚数を適用します。 

（注）現金での貯金払戻の際に金種をご指定した場合も対象となります。 

（注）同一金種への交換（新券、記念硬貨、汚損等）は無料です。 

 

 

５.その他諸手数料 

取引履歴照会（貯金、貸付金）一取引 

郵送で受取  

郵送料実費＋540円＋用紙代（2枚目以降 1枚当り 15円） 

 

店頭で受取 

540円＋用紙代（2枚目以降 1枚当り 15円） 

個人情報開示 郵送料実費＋540円 

国債窓販口座管理手数料 無料 

 

６.カードローン関係 

カード再発行手数料 1枚 1,080円 

 

７.住宅ローン条件変更手数料 

金額繰上返済 5,400円 

一部繰上返済 5,400円 

金利条件(変動→固定 ・ 固定→変動) 5,400円 

その他条件変更 5,400円 
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３.口座振替手数料 
 

公 共 料 金 契約書による 

各種組織・団体 (注) １件につき  21円 

業 者 関 係 １件につき  54円 

個 人 １件につき  21円 

   (注)土地改良組合等については別途一契約当り又は月間・年間手数料とすることができます。 

 

４．両替手数料 
両 替 枚 数 手 数 料 

     １枚～  100枚               無料 

  101枚～ 1,000枚 324円 

1,001枚～ 2,000枚 648円 

   2,001枚以上 1,000枚毎に 324円を加算します 

（注）両替枚数は、お客様が持参した紙幣・硬貨の合計枚数と、お持ち帰りになる紙幣・硬貨の合計枚数のいずれか 

多い枚数を適用します。 

（注）現金での貯金払戻の際に金種をご指定した場合も対象となります。 

（注）同一金種への交換（新券、記念硬貨、汚損等）は無料です。 

 

 

５.その他諸手数料 

取引履歴照会（貯金、貸付金）一取引 

郵送で受取  

郵送料実費＋540円＋用紙代（2枚目以降 1枚当り 15円） 

 

店頭で受取 

540円＋用紙代（2枚目以降 1枚当り 15円） 

個人情報開示 郵送料実費＋540円 

国債窓販口座管理手数料 無料 

 

６.カードローン関係 

カード再発行手数料 1枚 1,080円 

 

７.住宅ローン条件変更手数料 

金額繰上返済 5,400円 

一部繰上返済 5,400円 

金利条件(変動→固定 ・ 固定→変動) 5,400円 

その他条件変更 5,400円 

 

 

 

 

 

８.ＡＴＭ利用時間と手数料 
 

 

 

 

金融機関名 

 

 

 

お取引内容 

 

ご利用手数料 

 

平日 

８：45～18：00 

 

土曜日 

９：00～14：00 

 

その他の時間帯 

および日曜・祝日 

 

ＪＡバンク 

 

入出金 

 

無料 

 

無料 

 

無料 

 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

 

出金 

 

無料 

 

１０８円 

 

１０８円 

 

セブン銀行 

 

入出金 

 

無料 

 

無料 

 

１０８円 

 

イーネットＡＴＭ 

 

入出金 

 

無料 

 

無料 

 

１０８円 

 

ローソンＡＴＭ 

 

入出金 

 

無料 

 

無料 

 

１０８円 

 

ＪＦマリンバンク 

 

出金 

 

無料 

 

無料 

 

無料 

 

ゆうちょ銀行 

 

入出金 

 

無料 

 

１０８円 

 

１０８円 

 

その他（MICS提携） 

 

出金 

 

１０８円 

 

２１６円 

 

２１６円 

 

※ＪＡいすみの各ＡＴＭコーナーは、平日 8：45～19：00、土曜日 8：45～17：00、日曜・祝日 9：00～17：00の営業を

致しております。 

※手数料にはいずれも 8％の消費税が含まれております。 

 

 

 

 

共済事業                                  

共済事業は、ＪＡが行う地域密着型の総合事業の一環として、組合員・利用者の皆さ

まの生命・傷害・家屋・財産を相互扶助によりトータルに保障しています。事業実施当

初から生命保障と損害保障の両方を実施しており、個人の日常生活のうえで必要とされ

る、さまざまな保障・ニーズにお応えできます。 

ＪＡ共済では、生命・建物・自動車などの各種共済による生活総合保障を展開してい

ます。 
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主な共済商品一覧表 

ひ と 

の 保 障 

終 身 共 済 

「一生涯の保障をしっかりとしたい」という方へは、終身共済

をおすすめします。万一のとき、葬儀費用や教育費用など当面

必要な費用として一時金をお受取りいただけます。家族収入保

障特約または生活保障特約を付加すれば、万一のとき、残され

たご家族の生活費として年金をお受取りいただけます。 

養 老 生 命 共 済 
万一（死亡）または第 1級後遺障害状態・重度要介護状態のと

きの保障と貯蓄性のある共済です。 

万一と計画的な貯蓄への備えが両立できます。 

こ ど も 共 済 

「かけがえのないお子さまの将来のために大きな夢を応援し

たい」という方におすすめします。さらに、一生涯にわたり、

「病気やケガ」のときにもしっかり備えられる「医療共済」と

のセットプランをご用意しました。 

教育資金づくり：ご入学（園）のときに”お祝金”を、満期の

ときは”満期共済金”もお受取りになれます。 

医 療 共 済 
入院や手術はもちろん、がんの治療や先進医療など、もしもの

ときの幅広い医療リスクに一生涯備えることができます。 

が ん 共 済 

がんと闘うための安心を一生涯にわたって手厚く保障します。 

がん根治のためには、早期発見、早期治療が不可欠です。ＪＡ

のがん共済は、「がん」と闘う大きな支えになります。医師の

診査は不要で、簡単な手続きでご加入になれます。 

介 護 共 済 

長生きの時代を安心して暮らしていける、一生涯の介護保障で

す。介護の不安が増す高齢期にもしっかり対応。所定の要介護

状態になったとき、「介護共済金」をお受け取りになれます。

公的介護保険制度に連動したわかりやすい保障です。 

予定利率変動型 

年 金 共 済 

積立て感覚で老後の生活資金が手軽に準備できます。また、所

定の条件を満たした場合『個人年金保険料控除』が受けられま

す。 

い え 

の 保 障 
建 物 更 生 共 済 

大切な住宅や家財を守るため、火災はもちろん、台風や地震な

どの自然災害もしっかり保障します。保障期間満了時には満期

共済金をお受取りいただけます。 

く る ま

の 保 障 
自動車共済・自賠責共済 

大きな安心があなたを守ります。 

わたしたちの暮らしのなかで車は欠かせないものとなってい

る一方で、交通事故は秒単位で発生しています。不慮の交通事

故に備えて、ＪＡの自動車共済・自賠責共済への加入をおすす

めします。 

 

経済事業                                  

経済事業は、生産者から消費者へ新鮮で安全・安心な農畜産物を届ける「販売事業」

と、生産・生活に必要な物資を組織的にまとめて購入する「購買事業」の二つから成り

立っており、消費者に幅広く優良な商品を提供しています。 

また、同様に農家に対して農業生産に必要な資材を計画的に提供しています。 

 

営農・生活相談事業                             

当組合では、誰でも気軽に利用できるサービスを事業の一環として行っています。 

組合員の営農・生活指導はもとより、法務・税務相談や土地の有効利用等の資産管理
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主な共済商品一覧表 

ひ と 

の 保 障 

終 身 共 済 

「一生涯の保障をしっかりとしたい」という方へは、終身共済

をおすすめします。万一のとき、葬儀費用や教育費用など当面

必要な費用として一時金をお受取りいただけます。家族収入保

障特約または生活保障特約を付加すれば、万一のとき、残され

たご家族の生活費として年金をお受取りいただけます。 

養 老 生 命 共 済 
万一（死亡）または第 1級後遺障害状態・重度要介護状態のと

きの保障と貯蓄性のある共済です。 

万一と計画的な貯蓄への備えが両立できます。 

こ ど も 共 済 

「かけがえのないお子さまの将来のために大きな夢を応援し

たい」という方におすすめします。さらに、一生涯にわたり、

「病気やケガ」のときにもしっかり備えられる「医療共済」と

のセットプランをご用意しました。 

教育資金づくり：ご入学（園）のときに”お祝金”を、満期の

ときは”満期共済金”もお受取りになれます。 

医 療 共 済 
入院や手術はもちろん、がんの治療や先進医療など、もしもの

ときの幅広い医療リスクに一生涯備えることができます。 

が ん 共 済 

がんと闘うための安心を一生涯にわたって手厚く保障します。 

がん根治のためには、早期発見、早期治療が不可欠です。ＪＡ

のがん共済は、「がん」と闘う大きな支えになります。医師の

診査は不要で、簡単な手続きでご加入になれます。 

介 護 共 済 

長生きの時代を安心して暮らしていける、一生涯の介護保障で

す。介護の不安が増す高齢期にもしっかり対応。所定の要介護

状態になったとき、「介護共済金」をお受け取りになれます。

公的介護保険制度に連動したわかりやすい保障です。 

予定利率変動型 

年 金 共 済 

積立て感覚で老後の生活資金が手軽に準備できます。また、所

定の条件を満たした場合『個人年金保険料控除』が受けられま

す。 

い え 

の 保 障 
建 物 更 生 共 済 

大切な住宅や家財を守るため、火災はもちろん、台風や地震な

どの自然災害もしっかり保障します。保障期間満了時には満期

共済金をお受取りいただけます。 

く る ま

の 保 障 
自動車共済・自賠責共済 

大きな安心があなたを守ります。 

わたしたちの暮らしのなかで車は欠かせないものとなってい

る一方で、交通事故は秒単位で発生しています。不慮の交通事

故に備えて、ＪＡの自動車共済・自賠責共済への加入をおすす

めします。 

 

経済事業                                  

経済事業は、生産者から消費者へ新鮮で安全・安心な農畜産物を届ける「販売事業」

と、生産・生活に必要な物資を組織的にまとめて購入する「購買事業」の二つから成り

立っており、消費者に幅広く優良な商品を提供しています。 

また、同様に農家に対して農業生産に必要な資材を計画的に提供しています。 

 

営農・生活相談事業                             

当組合では、誰でも気軽に利用できるサービスを事業の一環として行っています。 

組合員の営農・生活指導はもとより、法務・税務相談や土地の有効利用等の資産管理

相談、健康相談等の総合機能により、暮らしの全般にわたってサポートしています。 

 

利用事業                                  

組合員の営農に必要な共同利用施設としてライスセンター・育苗センターなどを設置

しています。 

 

加工事業                                  

組合員の生産した米を精米する施設を設置しています。 

 

介護・福祉事業                               

介護保険制度に伴う介護事業とあわせ、介護認定にならない方に対しても高齢者福祉

事業を実施しています。 

 

(２)系統セーフティーネット（貯金者保護の取り組み） 

 当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度

である「貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との２重のセーフティーネッ

トで守られています。 
 

◇「ＪＡバンクシステム」の仕組み 

 ＪＡバンクは、全国のＪＡ・信連・農林中央金庫で構成するグループの名称です。組

合員・利用者の皆さまに、便利で安心な金融機関としてご利用いただけるよう、ＪＡバ

ンク会員の総力を結集し、実質的にひとつの金融機関として活動する「ＪＡバンクシス

テム」を運営しています。 

 「ＪＡバンクシステム」は「破綻未然防止システム」と「一体的事業運営」を２つの

柱としています。 

 

◇「破綻未然防止システム」の機能 

 「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンク全体としての信頼性を確保するための仕組

みです。再編強化法（農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び

強化に関する法律）に基づき、「ＪＡバンク基本方針」を定め、ＪＡの経営上の問題点の

早期発見・早期改善のため、国の基準よりもさらに厳しいＪＡバンク独自の自主ルール

基準（達成するべき自己資本比率の水準、体制整備など）を設定しています。 

 また、ＪＡバンク全体で個々のＪＡの経営状況をチェックすることにより適切な経営

改善指導を行います。 

 

◇「一体的な事業運営」の実施 

 良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提案力の

強化、共同運営システムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等の一体的な事

業運営の取り組みをしています。 

 

◇貯金保険制度 

 貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合な

どに、貯金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資

することを目的とする制度で、銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」

と同様な制度です。 
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【経営資料】

Ⅰ決算の状況

（単位：千円）

１．信用事業資産
現金
預金
系統預金  
系統外預金
有価証券
国債
貸出金
その他の信用事業資産
未収収益
その他の資産
貸倒引当金 △ 68,949 △ 64,159

２．共済事業資産
共済貸付金
共済未収利息
共済未収収益

３．経済事業資産
経済事業未収金
経済受託債権
棚卸資産
購買品
販売品
その他の棚卸資産
その他の経済事業資産
貸倒引当金 △ 2,217 △ 1,273

４．雑資産

５．固定資産
有形固定資産
減価償却資産
減価償却累計額 △ 3,086,413 △ 3,150,113
土地
無形固定資産

６．外部出資
系統出資
系統外出資
子会社出資

７．繰延税金資産 －

1.貸借対照表

（資産の部）

資産の部合計

27年度末
（平成28年12月31日現在）

28年度末
科　　目

（平成27年12月31日現在）
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【経営資料】

Ⅰ決算の状況

（単位：千円）

１．信用事業資産
現金
預金
系統預金  
系統外預金
有価証券
国債
貸出金
その他の信用事業資産
未収収益
その他の資産
貸倒引当金 △ 68,949 △ 64,159

２．共済事業資産
共済貸付金
共済未収利息
共済未収収益

３．経済事業資産
経済事業未収金
経済受託債権
棚卸資産
購買品
販売品
その他の棚卸資産
その他の経済事業資産
貸倒引当金 △ 2,217 △ 1,273

４．雑資産

５．固定資産
有形固定資産
減価償却資産
減価償却累計額 △ 3,086,413 △ 3,150,113
土地
無形固定資産

６．外部出資
系統出資
系統外出資
子会社出資

７．繰延税金資産 －

1.貸借対照表

（資産の部）

資産の部合計

27年度末
（平成28年12月31日現在）

28年度末
科　　目

（平成27年12月31日現在）

（単位：千円）

１．信用事業負債
貯金
借入金
その他の信用事業負債
未払費用
その他の負債

２．共済事業負債
共済借入金
共済資金
共済未払利息
共済未払費用
未経過共済付加収入
その他の共済事業負債

３．経済事業負債
経済事業未払金
経済受託債務
その他の経済事業負債

４．雑負債
未払法人税
資産除去債務
その他の債務

５．諸引当金
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
災害損失引当金

６．繰延税金負債

７．再評価に係る繰延税金負債

１．組合員資本
出資金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
特別積立金
施設整備積立金
減損損失積立金
電算設備基盤強化積立金
経営安定化積立金
残留農薬事故対策積立金
当期未処分剰余金
（うち当期剰余金）
処分未済持分 △ 6,337 △ 5,131

２．評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金

　

負債の部合計

（純資産の部）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

27年度末 28年度末

（負債の部）

科　　目
（平成27年12月31日現在） （平成28年12月31日現在）
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（単位：千円）

１．事業総利益

 （１）信用事業収益
      資金運用収益
      役務取引等収益
      その他事業直接収益
      その他経常収益
 （２）信用事業費用
      資金調達費用
      役務取引等費用
      その他事業直接費用
      その他経常費用
信用事業総利益

 （３）共済事業収益
      共済付加収入
      共済貸付金利息
      その他の収益
 （４）共済事業費用
      共済借入金利息
      共済推進費
      その他の費用
共済事業総利益

 （５）購買事業収益
      購買品供給高
      修理サービス料
      その他の収益
 （６）購買事業費用
      購買品供給原価
      購買品供給費
      修理サービス費
      その他の費用
購買事業総利益

 （７）販売事業収益
　　　販売品販売高
      販売手数料
      検査手数料
      その他の収益
 （８）販売事業費用
　　　販売品販売原価
      販売費
      その他の費用
販売事業総利益

 （９）保管事業収益
 （10）保管事業費用
保管事業総利益

2.損益計算書　―　１　

科　　目 　自 平成27年1月31日～
至 平成27年12月31日

　自 平成28年1月31日～
至 平成28年12月31日

27年度 28年度
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（単位：千円）

１．事業総利益

 （１）信用事業収益
      資金運用収益
      役務取引等収益
      その他事業直接収益
      その他経常収益
 （２）信用事業費用
      資金調達費用
      役務取引等費用
      その他事業直接費用
      その他経常費用
信用事業総利益

 （３）共済事業収益
      共済付加収入
      共済貸付金利息
      その他の収益
 （４）共済事業費用
      共済借入金利息
      共済推進費
      その他の費用
共済事業総利益

 （５）購買事業収益
      購買品供給高
      修理サービス料
      その他の収益
 （６）購買事業費用
      購買品供給原価
      購買品供給費
      修理サービス費
      その他の費用
購買事業総利益

 （７）販売事業収益
　　　販売品販売高
      販売手数料
      検査手数料
      その他の収益
 （８）販売事業費用
　　　販売品販売原価
      販売費
      その他の費用
販売事業総利益

 （９）保管事業収益
 （10）保管事業費用
保管事業総利益

2.損益計算書　―　１　

科　　目 　自 平成27年1月31日～
至 平成27年12月31日

　自 平成28年1月31日～
至 平成28年12月31日

27年度 28年度
（単位：千円）

 （11）利用事業収益
 （12）利用事業費用
利用事業総利益

 （13）高齢者福祉･介護事業収益
 （14）高齢者福祉･介護事業費用
高齢者福祉･介護事業総利益

 （15）指導事業収入
 （16）指導事業支出
指導事業収支差額 △ 9,751 △ 9,760

２．事業管理費
 （１）人件費
 （２）業務費
 （３）諸税負担金
 （４）施設費
 （５）その他事業管理費
事業利益

３．事業外収益
 （１）受取雑利息
 （２）受取出資配当金
 （３）賃貸料
 （４）償却債権取立益
 （５）雑収入

４．事業外費用
 （１）減価償却費（事業外）
 （２）貸倒引当金戻入額 △ 6
 （３）貸倒引当金繰入額
 （４）寄付金
 （５）雑損失
経常利益

５．特別利益
 （１）千葉県信連清算配当金

６．特別損失
 （１）固定資産処分損
 （２）固定資産圧縮損
 （３）その他の特別損失
税金等調整前当期利益

７．法人税、住民税及び事業税

８．法人税等調整額 △ 859 △ 15,968

法人税等合計 △ 12,448

当期剰余金

前期首繰越剰余金

当期首繰越剰余金

土地再評価差額金取崩

当期未処分剰余金

損益計算書　―　２

27年度 28年度
科　　目 　自 平成27年1月31日～

至 平成27年12月31日
　自 平成28年1月31日～
至 平成28年12月31日
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3.注記表 

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 
 

１． 有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準および評価方法 
（1）満期保有目的の債券：償却原価法（定額法） 
（2）子会社株式：移動平均法による原価法 
（3）その他有価証券 

① 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定） 

② 時価の無いもの：移動平均法による原価法 
 
２． 棚卸資産の評価基準および評価方法 

購買品・・・・・・・移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 
(うち自動車部品・・売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

  販売品・・・・・・・先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 
   

３． 固定資産の減価償却の方法 
（1）有形固定資産 

     定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に
取得した建物付属設備及び構築物については定額法）を採用しています。 

     なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。 
（2）無形固定資産 

 定額法を採用しています。なお、自社利用のソフトウエアについては、5 年間の定額法により償却しています。 
 
４． 引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 
貸倒引当金は、予め定めている資産査定要領、経理規程及び資産の償却・引当基準に則り、次のとおり計上していま

す。 
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等

の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額
後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権について

は、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を

総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。 

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債 

権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込 

額を控除した残額との差額を引き当てています。 
上記以外の債権については、貸倒実績率で算定した金額と税法繰入限度額のいずれか多い金額を計上しています。 

この基準に基づき、当事業年度は租税特別措置法第 57 条の 9 により算定した金額に基づき計上しています。 
すべての債権は、資産査定要領に基づき、支所融資担当者および本所信用部が実施し、当該部署から独立した本所総

務部企画管理課が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。 
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収

が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 9,504 千円で
あります。 

（2）賞与引当金 
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しています。 

（3）退職給付引当金 
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度に発

生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。 

（4）役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退任給与金引当規程に基づく期末要支給額を計上しています。 

 
５． 消費税及び地方消費税の会計処理の方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 
 
６． 決算書類に記載した金額の端数処理の方法 

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「0」で表示しています。  
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Ⅱ 会計方針の変更に関する注記 
 

減価償却方法の変更 
法人税法の変更に伴い「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第

32 号 平成 28 年 6 月 17 日）を当事業年度に適用し、平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物付属設備及び構築物に係
る減価償却方法を定率法から定額法に変更しています。 

この結果、当事業年度の事業利益、経常利益及び税引前当期利益はそれぞれ 9 千円増加しています。 
 

Ⅲ 表示方法の変更に関する注記 
 

農産物検査に係る手数料の計上区分の変更 
農業倉庫法の廃止に伴い、農産物検査に係る手数料は、従来倉庫事業収益として計上していましたが、科目名の変更を

契機に見直した結果、販売事業収益に計上することが実態に即しているため、当事業年度から販売事業収益に含めて表示
しています。なお、当事業年度より表示科目名称を倉庫事業損益から保管事業損益に変更しています。 
この変更に伴い、販売事業収益が 4,853 千円増加しております。 

 
Ⅳ 貸借対照表に関する注記 
 

１． 固定資産の圧縮記帳額 
有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は 628,364 千円でありその内訳は次の通りです。 

建物 226,340 千円   構築物 53,357 千円   車両運搬具 11,548 千円 
工具器具備品 20,716 千円   機械及び装置 316,399 千円 

 
２． 担保に供している資産 

定期預金 1,500,000 千円は為替決済取引の担保に供しています。 
 
３． 子会社に対する金銭債権の総額     90,049 千円 
 
４． 子会社に対する金銭債務の総額    73,125 千円 
 
５． 理事、監事に対する金銭債権の総額    9,506 千円 
 
６． 貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳  

貸出金のうち、破綻先債権額は 25,899 千円、延滞債権額は 80,727 千円です。 
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は

弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上
貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項第 3 号のイからホまでに掲げる事由
又は同項第 4 号に規定する事由が生じている貸出金です。 
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

て利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。 
貸出金のうち、3 か月以上延滞債権額はありません。 
なお、3 か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 3 か月以上遅延している貸出金で破綻先債

権及び延滞債権に該当しないものです。 
貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。 
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び 3 か月以上延滞
債権に該当しないものです。 
破綻先債権額、延滞債権額、3 か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 106,627 千円です。 
なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

 
７． 「土地の再評価に関する法律」第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法１０条に規定する差額 

「土地の再評価に関する法律」（平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正
する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評
価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上
しています。 
・再評価を行った年月日 平成 12 年 12 月 31 日 
・再評価を行った土地の当期末における時価が再評価後の帳簿価額を下回る金額  313,933 千円 
・同法律第 3 条 3 項に定める再評価の方法 
土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号）第 2 条 3 号に定める、当該事業用土地につ

いて地方税法第 341 条第 10 号の土地課税台帳又は同条第 11 号の土地補充課税台帳に登録されている価格（固定資産税評
価額）に合理的な調整を行って算出しました。 
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Ⅴ 損益計算書に関する注記 
 

１. 子会社との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額 
（1）子会社との取引による収益総額  13,488 千円 

うち事業取引高        10,173 千円 
うち事業取引以外の取引高    3,315 千円 

（2）子会社との取引による費用総額    446 千円 
うち事業取引高           7 千円 
うち事業取引以外の取引高     438 千円 

 
     

Ⅵ 金融商品に関する注記 
 

１. 金融商品の状況に関する事項 
（1）金融商品に対する取組方針 

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の団体などへ貸付け、残った余裕金を農
林中央金庫へ預けているほか、国債などの有価証券による運用を行っています。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 
当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、顧客

の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。 
また、有価証券は、主に債権、純投資目的(その他有価証券)で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利

の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。 
（3）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 
当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通常の貸

出取引については、本所に信用部審査課を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っています。審査
にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格
な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産
の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組
んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき必要額を計
上し、資産及び財務の健全化に努めています。 

②市場リスクの管理 
当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益化及

び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基
本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に
努めています。 
とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証券ポー

トフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ
委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運
用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用
部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の
測定を行い経営層に報告しています。 
(市場リスクに係る定量的情報) 

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要なリス
ク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類してい
る債権、貸出金、貯金及び借入金です。 
当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経

済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。 
金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利が 0.05％下落した

ものと想定した場合には、経済価値が 9,060 千円減少するものと把握しています。 
当該変動額は、金利を除くリスクの変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を考

慮していません。 
また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性がありま

す。 
なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算しています。 

③資金調達に係る流動性リスクの管理 
当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保

に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、商品ごと
に異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。 

 
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 
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Ⅴ 損益計算書に関する注記 
 

１. 子会社との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額 
（1）子会社との取引による収益総額  13,488 千円 

うち事業取引高        10,173 千円 
うち事業取引以外の取引高    3,315 千円 

（2）子会社との取引による費用総額    446 千円 
うち事業取引高           7 千円 
うち事業取引以外の取引高     438 千円 

 
     

Ⅵ 金融商品に関する注記 
 

１. 金融商品の状況に関する事項 
（1）金融商品に対する取組方針 

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の団体などへ貸付け、残った余裕金を農
林中央金庫へ預けているほか、国債などの有価証券による運用を行っています。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 
当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、顧客

の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。 
また、有価証券は、主に債権、純投資目的(その他有価証券)で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利

の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。 
（3）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 
当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通常の貸

出取引については、本所に信用部審査課を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っています。審査
にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格
な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産
の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組
んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき必要額を計
上し、資産及び財務の健全化に努めています。 

②市場リスクの管理 
当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益化及

び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基
本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に
努めています。 
とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証券ポー

トフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ
委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運
用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用
部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の
測定を行い経営層に報告しています。 
(市場リスクに係る定量的情報) 

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要なリス
ク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類してい
る債権、貸出金、貯金及び借入金です。 
当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経

済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。 
金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利が 0.05％下落した

ものと想定した場合には、経済価値が 9,060 千円減少するものと把握しています。 
当該変動額は、金利を除くリスクの変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を考

慮していません。 
また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性がありま

す。 
なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算しています。 

③資金調達に係る流動性リスクの管理 
当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保

に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、商品ごと
に異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。 

 
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

 
 

２. 金融商品の時価に関する事項 
（1）金融商品の貸借対照表計上額および時価等 

当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず(３)に記載しています。 

（単位：千円） 

 
貸借対照表計上額 時価 差額 

預 金 
有価証券 
 満期保有目的の債券 

64,717,510 
 

499,934 

64,697,884 
 

530,020 

△19,626 
 

30,086 
貸出金(＊1) 
 貸倒引当金(＊2) 
貸倒引当金控除後 

5,867,010 
△64,181 

5,802,829 

－ 
－ 

6,022,691 

－ 
－ 

219,862 
経済事業未収金 
 貸倒引当金(＊3) 
貸倒引当金控除後 

174,626 
△1,273 
173,353 

－ 
－ 

173,353 

－ 
－ 
－ 

資産計 71,193,626 71,423,948 230,322 
貯 金 
経済事業未払金 

72,710,949 
214,736 

72,738,355 
214,736 

27,406 
－ 

負債計 72,925,685 72,953,091 27,406 
(＊1) 貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金 6,721 千円を含めています。 
(＊2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。 
(＊3) 経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。 
 

（2）金融商品の時価の算定方法 
【資産】 
①預金 

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満期の
ある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである円ＬＩＢＯＲ・ＳＷＡＰレートで割
り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。 

②貸出金 
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく

異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。 
一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレ

ートである円ＬＩＢＯＲ・ＳＷＡＰレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算
定しています。 
また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる

金額としています。 
③有価証券 

債券は取引所の価格によっています。 

    ④経済事業未収金 

    経済事業未収金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に 

     よっています。 

    また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額 

   を時価に代わる金額としています。 
 

【負債】 
①貯金 

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしています。また、定期貯
金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートである円ＬＩＢＯＲ・
ＳＷＡＰレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。 

②経済事業未払金 

   経済事業未払金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に 

  よっています。 
 

（3）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは(１)の金融商品の時価情報には
含まれていません。  

（単位：千円） 
 貸借対照表計上額 

外部出資(＊1) 1,841,625 
合 計 1,841,625 

（＊1）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難であ
ると認められるため、時価開示の対象とはしていません。 
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（4）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額                （単位：千円） 

 1 年以内 1 年超 
2 年以内 

2 年超 
3 年以内 

3 年超 
4 年以内 

4 年超 
5 年以内 5 年超 

預金 
有価証券 
 満期保有目的の債券 

貸出金(＊1,2) 
経済事業未収金 

64,717,510 
 

－ 
1,138,207 

173,987 

－ 
 

－ 
559,314 

－ 

－ 
 

－ 
483,174 

－ 

－ 
 

－ 
385,541 

－ 

－ 
 

－ 
319,433 

－ 

－ 
 

499,934 
2,963,465 

－ 
合 計 66,029,704 559,314 483,174 385,541 319,433 2,963,465 

（＊1）貸出金のうち、当座貸越（融資型を除く）175,565 千円については「1 年以内」に含めています。 
（＊2）貸出金のうち、3 か月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 11,155 千円は償還の予定が 

見込まれないため含めていません。 
   （＊3）経済事業未収金のうち、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に対する債権等 639 千円は償還の 

予定が見込まれないため、含めていません。 
 

（5）有利子負債の決算日後の返済予定額                            （単位：千円） 

 1 年以内 1 年超 
2 年以内 

2 年超 
3 年以内 

3 年超 
4 年以内 

4 年超 
5 年以内 5 年超 

貯金（＊1） 61,759,414 5,336,266 5,000,028 167,107 392,778 55,355 
合 計 61,759,414 5,336,266 5,000,028 167,107 392,778 55,355 

（＊1）貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めて開示しています。 
 
Ⅶ 有価証券に関する注記 
 

（1）有価証券の時価、評価差額に関する事項は次のとおりです。 
①満期保有目的の債券で時価のあるもの                      （単位：千円） 

時価が貸借対照表計上額を超えるもの 

 
 

貸借対照表 

計 上 額 
時  価 差  額 

国  債 499,934 530,020 30,086 
 

（2）当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりです。 
売却額 300,812 千円     売却益 5,709 千円     売却損 7,940 千円 

 
 
Ⅷ 退職給付に関する注記 
 

１. 退職給付に係る事項 
（1）採用している退職給付制度 

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。また、この制度に加え、
同規程に基づき、退職給付の一部に充てるため、ＪＡ全国共済会との契約による特定退職金共済制度及び、ＪＡ全共連
との契約に基づく確定給付型年金制度を採用しています。 
なお、退職給付債務、退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用

いた簡便法を適用しています。 
 

（2）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 
期首における退職給付引当金 94,531 千円 

退職給付費用 53,071 千円 
退職給付の支払額 △29,202 千円 
確定給付型年金制度への拠出金 △20,198 千円 

期末における退職給付引当金 98,201 千円 
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

退職給付債務 855,277 千円 
特定退職共済制度 △188,229 千円 
確定給付型年金制度 △568,846 千円 
未積立退職給付債務 98,201 千円 
退職給付引当金 98,201 千円 

（4）退職給付に関連する損益           
勤務費用 11,105 千円 
会計基準変更時差異の費用処理額 38,024 千円 
退職給付費用（注） 49,129 千円 

  （注）上記退職給付費用は子会社負担相当額 3,942 千円を控除しています。 
   なお、全国農林漁業団体共済会の特定退職金共済制度に係る掛金 32,670 千円を福利厚生費で支出しています。 
（5）退職給付債務の計算基礎に関する事項 

会計基準変更時差異の処理年数 15 年 
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（4）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額                （単位：千円） 

 1 年以内 1 年超 
2 年以内 

2 年超 
3 年以内 

3 年超 
4 年以内 

4 年超 
5 年以内 5 年超 

預金 
有価証券 
 満期保有目的の債券 

貸出金(＊1,2) 
経済事業未収金 

64,717,510 
 

－ 
1,138,207 

173,987 

－ 
 

－ 
559,314 

－ 

－ 
 

－ 
483,174 

－ 

－ 
 

－ 
385,541 

－ 

－ 
 

－ 
319,433 

－ 

－ 
 

499,934 
2,963,465 

－ 
合 計 66,029,704 559,314 483,174 385,541 319,433 2,963,465 

（＊1）貸出金のうち、当座貸越（融資型を除く）175,565 千円については「1 年以内」に含めています。 
（＊2）貸出金のうち、3 か月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 11,155 千円は償還の予定が 

見込まれないため含めていません。 
   （＊3）経済事業未収金のうち、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に対する債権等 639 千円は償還の 

予定が見込まれないため、含めていません。 
 

（5）有利子負債の決算日後の返済予定額                            （単位：千円） 

 1 年以内 1 年超 
2 年以内 

2 年超 
3 年以内 

3 年超 
4 年以内 

4 年超 
5 年以内 5 年超 

貯金（＊1） 61,759,414 5,336,266 5,000,028 167,107 392,778 55,355 
合 計 61,759,414 5,336,266 5,000,028 167,107 392,778 55,355 

（＊1）貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めて開示しています。 
 
Ⅶ 有価証券に関する注記 
 

（1）有価証券の時価、評価差額に関する事項は次のとおりです。 
①満期保有目的の債券で時価のあるもの                      （単位：千円） 

時価が貸借対照表計上額を超えるもの 

 
 

貸借対照表 

計 上 額 
時  価 差  額 

国  債 499,934 530,020 30,086 
 

（2）当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりです。 
売却額 300,812 千円     売却益 5,709 千円     売却損 7,940 千円 

 
 
Ⅷ 退職給付に関する注記 
 

１. 退職給付に係る事項 
（1）採用している退職給付制度 

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。また、この制度に加え、
同規程に基づき、退職給付の一部に充てるため、ＪＡ全国共済会との契約による特定退職金共済制度及び、ＪＡ全共連
との契約に基づく確定給付型年金制度を採用しています。 
なお、退職給付債務、退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用

いた簡便法を適用しています。 
 

（2）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 
期首における退職給付引当金 94,531 千円 

退職給付費用 53,071 千円 
退職給付の支払額 △29,202 千円 
確定給付型年金制度への拠出金 △20,198 千円 

期末における退職給付引当金 98,201 千円 
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

退職給付債務 855,277 千円 
特定退職共済制度 △188,229 千円 
確定給付型年金制度 △568,846 千円 
未積立退職給付債務 98,201 千円 
退職給付引当金 98,201 千円 

（4）退職給付に関連する損益           
勤務費用 11,105 千円 
会計基準変更時差異の費用処理額 38,024 千円 
退職給付費用（注） 49,129 千円 

  （注）上記退職給付費用は子会社負担相当額 3,942 千円を控除しています。 
   なお、全国農林漁業団体共済会の特定退職金共済制度に係る掛金 32,670 千円を福利厚生費で支出しています。 
（5）退職給付債務の計算基礎に関する事項 

会計基準変更時差異の処理年数 15 年 

 
２. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための、農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する

等の法律附則第５７条に基づき、存続組合から将来見込額として示された特例業務負担金の金額 
法定福利費（人件費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体

職員共済組合法を廃止する等の法律附則第 57 条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に
要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金 11,841 千円を含めて計上しています。 
なお、同組合より示された平成 28 年 3 月現在における平成 44 年 3 月までの特例業務負担金の将来見込額は 167,960

千円となっています。 
 
Ⅸ 税効果会計に関する注記 
 

１. 税効果会計の適用に伴う事項 
1.繰延税金資産の発生原因別の主な内訳等 
（1）繰延税金資産の内訳 

繰延税金資産 
退職給付引当金 26,740 千円 
貸倒引当金 10,432 千円 
貸出金償却損金否認額 2,588 千円 
賞与引当金 974 千円 
役員退職慰労引当金 1,905 千円 
減損損失 12,596 千円 
税務上の繰越欠損金 
資産除去債務   

9,539 千円 
920 千円 

その他 4,421 千円 
繰延税金資産小計 70,115 千円 
評価性引当額 △54,171 千円 
繰延税金資産合計（A） 15,944 千円 
  

   繰延税金負債 
資産除去債務に係る有形固定資産             △167 千円 
繰延税金負債合計（B）                 △167 千円 
繰延税金資産の純額（A）＋（B）            15,777 千円 
 

（2）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因 
 法定実効税率・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27.23％ 

(調整) 
交際費等永久に損金算入されない項目・・・・・・ 0.44％ 
受取配当金等永久に益金に算入されない項目・・  △2.12％ 
住民税均等割等・・・・・・・・・・・・・・・・  3.67％ 
評価性引当金の増減・・・・・・・・・・・・・ △42.78％ 
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  0.57％ 
税効果会計適用後の法人税等の負担率・・・・・ △12.98％ 
 

  （3）税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債への影響額 

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が 28年 3月 29日に、「社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部

を改正する法律」が平成 28年 11月 18日に国会で成立されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用

された法定実効税率は、平成 32年 1月 1日以降 27.23％から 27.24％に変更されました。 

これに伴う影響額は軽微です。 
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Ⅹ その他の注記 

１．資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

  （1）当該資産除去債務の概要 

当組合の施設の一部に使用されている有害物質を除去する義務に関して資産除去債務を計上しています。 

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法 

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 7年～10年、割引率は１％を採用しています。 

 

２．当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減 

期首残高              3,346 千円 

     時の経過による調整額          33 千円 

      期末残高              3,379 千円 

 

３．貸借対照表に計上している以外の資産除去債務 

    当組合は、千町給油所等の施設に関して、不動産賃貸借契約に基づき退去時における原状回復にかかる義務を有してい

ますが、当該施設は、当組合が事業を継続する上で必須の施設であり、現時点で除去は想定していません。また、移転が

行われる予定もないことから、資産除去債務の履行時期を合理的に見積ることができません。そのため、当該義務に見合

う資産除去債務を計上していません。 
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Ⅹ その他の注記 

１．資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

  （1）当該資産除去債務の概要 

当組合の施設の一部に使用されている有害物質を除去する義務に関して資産除去債務を計上しています。 

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法 

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 7年～10年、割引率は１％を採用しています。 

 

２．当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減 

期首残高              3,346 千円 

     時の経過による調整額          33 千円 

      期末残高              3,379 千円 

 

３．貸借対照表に計上している以外の資産除去債務 

    当組合は、千町給油所等の施設に関して、不動産賃貸借契約に基づき退去時における原状回復にかかる義務を有してい

ますが、当該施設は、当組合が事業を継続する上で必須の施設であり、現時点で除去は想定していません。また、移転が

行われる予定もないことから、資産除去債務の履行時期を合理的に見積ることができません。そのため、当該義務に見合

う資産除去債務を計上していません。 

＜別表＞

積  立
目標額

積立基準

施設の撤
去・廃棄
等の発生
見込相当
額

減損等の
発生見込
相当額

電算シス
テムの取
得予定価
格の50％

費用処理
の見込相
当額

補填・回
収等の想
定される
費用額

　　　　施設設備積立金

（注）１．出資配当金は年0.5％の割合です。

種　類 積立目的 取崩基準
残高

(平成28年12月
31日現在)

施設整備
積立金

施設の取得及び既存施設
改修等整備のため。

施設の取得・改修等で
5,000千円を超える支出
を要したとき。

残留農薬
事故対策
積立金

食品衛生法の残留基準を
超える農薬が検出された
場合、補填・回収等の費
用に充てるため。

残留農薬の超過等によ
る事故により、補填・
回収等を行ったとき。

減損損失
積立金

固定資産の減損処理に備
えるため。

固定資産の減損損失額
が5,000千円を超えたと
きに損失額を限度とし
て取り崩す。

電算設備
基盤強化
積立金

電算システムの更新・強
化に充てるため。

電算システム更新のた
めの賦課金の徴収が
あったとき。また電算
機器を購入したとき。

経営安定化
積立金

◇農林年金制度の特例業
務負担金について制度完
了により一括費用処理を
求められた場合に備える
ため。　　　        ◇
会計基準の変更等、経営
上のリスクに備えるた
め。

◇農林年金制度の完了
にともない特例業務負
担金の将来負担額が確
定することにより費用
処理したとき。
◇経営に多大な影響を
及ぼす事象が発生した
とき、その損失額を限
度として取り崩す。

　　　２．任意積立金における目的積立金の種類及び積立目的、積立目標額、取崩基準等は
　　　　　別表のとおりです。

　　　３．次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用に充てるための繰越
　　　　　額9,000千円が含まれています。

（単位：千円）

　　　　経営安定化積立金

　　　　残留農薬事故対策積立金

３．次期繰越剰余金

　（３）出資配当金

２．剰余金処分額

（１）利益準備金

　（２）任意積立金

4.剰余金処分計算書

（単位:千円）

科        目

１. 当期未処分剰余金

２８年度２７年度
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計 信 用 事 業 共 済 事 業
農 業 関 連
事 業

生活その他
事 業

営 農 指 導
事 業

共通管理費
等

①

②

③ △ 8,920

④

⑤

⑤'

う ち 共 通 管 理 費 ⑥ △364,304

（うち減価償却費） ⑦ (△18,028)

（ う ち 人 件 費 ） ⑦' (△215,671)

⑧ △ 57,361 △ 73,635 △ 32,617

⑨

う ち 共 通 分 ⑩ △22,278

⑪

う ち 共 通 分 ⑫ △683

⑬ △ 48,365 △ 66,789 △ 32,393

⑭

う ち 共 通 分 ⑮ △0

⑯

う ち 共 通 分 ⑰

⑱ △ 48,364 △ 66,789 △ 32,393

⑲

⑳ △ 55,131 △ 73,437

（注）共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等

　　　（１）共通管理費等

　　　　　（人頭割＋人件費を除いた事業管理費＋事業総利益割）の平均値

　　　（２）営農指導事業

　　　　　（均等割＋事業総利益）の平均値

信 用 事 業 共 済 事 業
農 業 関 連
事 業

生活その他
事 業

営 農 指 導
事 業

合　　計

事 業 外 費 用

経 常 利 益
（ ⑧ ＋ ⑨ － ⑪ ）

（うち減価償却費）

（ う ち 人 件 費 ）

事 業 利 益
（ ③ － ④ ）

事 業 外 収 益

5.部門別損益計算書

営農 指導 事業

特 別 損 失

税 引 前 当 期 利 益
（ ⑬ ＋ ⑭ － ⑯ ）

営農指導事業分配賦額

営農指導事業分配賦後
税 引 前 当 期 利 益
（ ⑱ － ⑲ ）

区　　　分

共通 管理 費等

特 別 利 益

（単位：千円）

区　　　　　分

事 業 収 益

事 業 費 用

事 業 総 利 益
（ ① － ② ）

事 業 管 理 費
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計 信 用 事 業 共 済 事 業
農 業 関 連
事 業

生活その他
事 業

営 農 指 導
事 業

共通管理費
等

①

②

③ △ 8,920

④

⑤

⑤'

う ち 共 通 管 理 費 ⑥ △364,304

（うち減価償却費） ⑦ (△18,028)

（ う ち 人 件 費 ） ⑦' (△215,671)

⑧ △ 57,361 △ 73,635 △ 32,617

⑨
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⑪
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⑬ △ 48,365 △ 66,789 △ 32,393
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⑯

う ち 共 通 分 ⑰

⑱ △ 48,364 △ 66,789 △ 32,393

⑲

⑳ △ 55,131 △ 73,437

（注）共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等

　　　（１）共通管理費等

　　　　　（人頭割＋人件費を除いた事業管理費＋事業総利益割）の平均値

　　　（２）営農指導事業

　　　　　（均等割＋事業総利益）の平均値

信 用 事 業 共 済 事 業
農 業 関 連
事 業

生活その他
事 業

営 農 指 導
事 業

合　　計

事 業 外 費 用

経 常 利 益
（ ⑧ ＋ ⑨ － ⑪ ）

（うち減価償却費）

（ う ち 人 件 費 ）

事 業 利 益
（ ③ － ④ ）

事 業 外 収 益

5.部門別損益計算書

営農 指導 事業

特 別 損 失

税 引 前 当 期 利 益
（ ⑬ ＋ ⑭ － ⑯ ）

営農指導事業分配賦額

営農指導事業分配賦後
税 引 前 当 期 利 益
（ ⑱ － ⑲ ）

区　　　分

共通 管理 費等

特 別 利 益

（単位：千円）

区　　　　　分

事 業 収 益

事 業 費 用

事 業 総 利 益
（ ① － ② ）

事 業 管 理 費

 

6.財務諸表の正確性等にかかる確認 

 

確  認  書 

 

１.私は、当ＪＡの平成２８年１月１日から平成２８年１２月３１日までの事業年度にかか

るディスクロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な

点において、農業協同組合施行規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしま

した。 

 

２.この確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に

機能していることを確認しております。 

 

（1）業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備されて

おります。 

（2）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証し

ており、重要な事項については理事会等に適切に報告されております。 

（3）重要な経営情報については、理事会等に適切に付議・報告されております。 

 

 

平成２８年４月２７日 

 

いすみ農業協同組合 

 

代表理事組合長  花﨑 隆 
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Ⅱ損益の状況

1.最近の５事業年度の主要な経営指標

項　目

経常収益

信用事業収益

共済事業収益

農業関連事業収益

その他の事業収益

　経常利益

　当期剰余金（注）

　出資金

　（出資口数）

　純資産額

　総資産額

　貯金残高

　貸出金残高

　有価証券残高

　剰余金配当金額

　職員数

　単体自己資本比率

（注）１.経常収益は各事業収益の合計額を表しています。
　　　２.当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。
　　　３.信託業務の取り扱いは行っていません。

出資金

外部出資

　　告示（バーゼルⅡ）に基づく単体自己資本比率を記載しています。

合　　　　　計

子　　会　　社

系　　統　　外

系　　　　　統

備考 　　出資一口金額　1,000円

（単位：百万円）

項　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

1正組合員当たり（円）

合　　　　　計

処分未済持分

准　組　合　員

正　組　合　員

(単位：口）

項　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

　　成18年金融庁・農水省告示第2号）に基づきて算出しております。なお、平成２４年度以前は旧

　　　４.「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成

・事業利用分量配当の額

・出資配当の額

（単位：百万円、口、人、％）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
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Ⅱ損益の状況

1.最近の５事業年度の主要な経営指標

項　目

経常収益

信用事業収益

共済事業収益

農業関連事業収益

その他の事業収益

　経常利益

　当期剰余金（注）

　出資金

　（出資口数）

　純資産額

　総資産額

　貯金残高

　貸出金残高

　有価証券残高

　剰余金配当金額

　職員数

　単体自己資本比率

（注）１.経常収益は各事業収益の合計額を表しています。
　　　２.当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。
　　　３.信託業務の取り扱いは行っていません。

出資金

外部出資

　　告示（バーゼルⅡ）に基づく単体自己資本比率を記載しています。

合　　　　　計

子　　会　　社

系　　統　　外

系　　　　　統

備考 　　出資一口金額　1,000円

（単位：百万円）

項　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

1正組合員当たり（円）

合　　　　　計

処分未済持分

准　組　合　員

正　組　合　員

(単位：口）

項　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

　　成18年金融庁・農水省告示第2号）に基づきて算出しております。なお、平成２４年度以前は旧

　　　４.「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成

・事業利用分量配当の額

・出資配当の額

（単位：百万円、口、人、％）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

2.利益総括表
（単位：百万円、％）

（注）1.信用事業粗利益率＝信用事業総利益/信用事業資産（債務保証見返りを除く）平均残高×100

　　　2.事業粗利益率＝事業総利益/総資産（債務保証見返りを除く）平均残高×100

3.資金運用収支の内訳
（単位：百万円、％）

（注）総資金利ざや＝資金運用利回り-資金調達原価（資金調達利回り+経費率）

4.受取・支払利息の増減額
（単位：百万円）

（注）増減額は前年度対比です。

差 引 △ 3 △ 8

う ち 譲 渡 性 貯 金

うち借入金

支 払 利 息

う ち 貯 金

う ち 有 価 証 券 △ 1

う ち 貸 出 金 △ 9 △ 14

受 取 利 息 △ 4

う ち 預 け 金

総 資 金 利 ざ や

種　類 平成27年度増減額 平成28年度増減額

う ち 借 入 金

う ち 貯 金 ・ 定 積

資 金 調 達 勘 定

う ち 貸 出 金

う ち 有 価 証 券

資 金 運 用 勘 定

項　目 平成27年度 平成28年度 増減

資 金 運 用 収 支 △ 18

事 業 粗 利 益 △ 38

信 用 事 業 粗 利 益 △ 30

信用事業粗利益率 △ 0.06

役 務 取 引 等 収 支 △ 2

その他信用事業収支 △ 26 △ 36 △ 10

事 業 粗 利 益 率 △ 0.09

種　類
平成27年度 平成28年度

平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り

う ち 預 金
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Ⅲ事業の概況

1.信用事業

（1）貯金に関する指標
①科目別貯金平均残高 （単位：百万円、％）

②定期貯金残高 （単位：百万円、％）

定期貯金

うち固定自由金利定期

うち変動自由金利定期

（注）1.固定自由金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する自由金利定期貯金
　　　2.変動自由金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期貯金         
      3.(　)内は構成比です。

（2）貸出金等に関する指標
①科目別貸出金平均残高 （単位：百万円）

（注） 証書貸付には、金融機関貸付を含んでいます。

②貸出金の金利条件別内訳 （単位：百万円、％）

合 計 △ 708

△ 154変 動 金 利 貸 出

△ 545固 定 金 利 貸 出

△ 509

△ 5

△ 539

種　類 平成28年度

割 引 手 形

合 計

当 座 貸 越

証 書 貸 付

手 形 貸 付

種　類

種　類

増　　減

△ 25

△ 3

譲 渡 性 貯 金

合 計

注　　2.定期性貯金＝定期貯金＋定期積金
　　　3.（　）内は構成比です。

増　　減

流 動 性 貯 金

定 期 性 貯 金

その他の貯金

小 計

平成27年度

平成28年度

平成28年度

（注）1.流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金

増　　減

△ 12

（注）（　）内は構成比です。

平成27年度

増　　減

△ 10

種　類 平成27年度 平成28年度

そ の 他

平成27年度
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Ⅲ事業の概況

1.信用事業

（1）貯金に関する指標
①科目別貯金平均残高 （単位：百万円、％）

②定期貯金残高 （単位：百万円、％）

定期貯金

うち固定自由金利定期

うち変動自由金利定期

（注）1.固定自由金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する自由金利定期貯金
　　　2.変動自由金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期貯金         
      3.(　)内は構成比です。

（2）貸出金等に関する指標
①科目別貸出金平均残高 （単位：百万円）

（注） 証書貸付には、金融機関貸付を含んでいます。

②貸出金の金利条件別内訳 （単位：百万円、％）

合 計 △ 708

△ 154変 動 金 利 貸 出

△ 545固 定 金 利 貸 出

△ 509

△ 5

△ 539

種　類 平成28年度

割 引 手 形

合 計

当 座 貸 越

証 書 貸 付

手 形 貸 付

種　類

種　類

増　　減

△ 25

△ 3

譲 渡 性 貯 金

合 計

注　　2.定期性貯金＝定期貯金＋定期積金
　　　3.（　）内は構成比です。

増　　減

流 動 性 貯 金

定 期 性 貯 金

その他の貯金

小 計

平成27年度

平成28年度

平成28年度

（注）1.流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金

増　　減

△ 12

（注）（　）内は構成比です。

平成27年度

増　　減

△ 10

種　類 平成27年度 平成28年度

そ の 他

平成27年度

③貸出金の担保別内訳 （単位：百万円）

④債務保証の担保別内訳 該当ありません。

⑤貸出金の使途別内訳 （単位：百万円、％）

（注）（　）内は構成比です。

⑥貸出金の業種別残高 （単位：百万円、％）

（注）1.（　）内は構成比です。
　　　2.その他の欄は個人に対する生活資金（住宅ローン、自動車ローン等）が含まれています。

⑦貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 （単位：百万円）

目的使用 目的使用

⑧貸出金の償却の額 （単位：百万円）

貸出金償却額

平成27年度 平成28年度

電気・ガス・熱供給水道業

林 業

製 造 業

合 計

そ の 他

項目

平成27年度 平成28年度

卸 売 ・ 小 売 業 ・ 飲 食 業

金 融 ・ 保 険 業

不 動 産 業

農業信用基金協会保証

平成27年度 平成28年度

サ ー ビ ス 業

合 計

設 備 資 金

そ の 他 担 保 物

小 計

そ の 他 保 証

小 計

信 用

合 計

種　類

△ 27貯 金 等

有 価 証 券

動 産

不 動 産

増　　減平成27年度 平成28年度種　類

△ 27

△ 179

△ 10

△ 189

増　　減

業　種

農 業 △ 74

△ 1

△ 407

△ 47

△ 251

△ 491

△ 708

運 転 資 金

そ の 他

△ 708

建 設 業

個別貸倒引当金

平成28年度

期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高
その他

地 方 公 共 団 体

一般貸倒引当金

区分

合　計

△ 85

期首残高 期中増加額
その他

期中減少額
期末残高

平成27年度

△ 708

増　　減

△ 87

△ 45

△ 6

△ 6

△ 2

△ 14

△ 416
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⑨リスク管理債権の状況 
リスク管理債権残高                                （単位：百万円） 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 増減 

破 綻 先 債 権  26   25   △1   

延 滞 債 権 額  111   80   31   

３カ月以上延滞債権 －     －   －   

貸出条件緩和債権額 －   －   －   

合  計 138   106   △32   

注１ 破綻先債権 
元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取り立て又は弁済の

見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸

出金」という。）のうち、法人税法施行令第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定

する事由が生じている貸出金をいいます。 

注２ 延滞債権 
  未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶

予したもの以外の貸出金をいいます。 

注３ ３カ月以上延滞債権 
  元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当し

ないものをいいます。 

注４ 貸出条件緩和債権 
  債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他

の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないもの

をいいます。 

 

⑩金融再生法開示債権区分に基づく保全状況  
                    （単位：百万円） 

債権区分 

平成 27年度 平成 28年度 

債権額 
保全額 

債権額 
保全額 

担保 保証 引当 合計 担保 保証 引当 合計 

破産更生債権及び 

これらに準ずる債権 
117 25 54 47 127  86 27 21 45 94 

危険債権 20 18 0 0 19 19 10 7 0 18 

要管理債権 － － － － － － － － － － 

小 計 138 44 54 47 146 106 38 29 45 112 

正常債権 6,452     5,773     

合 計 6,590     5,880     

注１ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 
  法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権 

注２ 危険債権 
  経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本及び利息の回収ができない可能性の高い債権 

注３ 要管理債権 
  ３カ月以上延滞貸出債権および条件緩和貸出債権 

注４ 正常債権 
  上記以外の債権 

⑪元本補てん契約のある信託に係る貸出金のリスク管理債権の状況 
 該当する取引はありません。 

JA  ISUMI  DISCLOSURE  REPORT  2017

39



⑨リスク管理債権の状況 
リスク管理債権残高                                （単位：百万円） 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 増減 

破 綻 先 債 権  26   25   △1   

延 滞 債 権 額  111   80   31   

３カ月以上延滞債権 －     －   －   

貸出条件緩和債権額 －   －   －   

合  計 138   106   △32   

注１ 破綻先債権 
元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取り立て又は弁済の

見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸

出金」という。）のうち、法人税法施行令第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定

する事由が生じている貸出金をいいます。 

注２ 延滞債権 
  未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶

予したもの以外の貸出金をいいます。 

注３ ３カ月以上延滞債権 
  元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当し

ないものをいいます。 

注４ 貸出条件緩和債権 
  債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他

の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないもの

をいいます。 

 

⑩金融再生法開示債権区分に基づく保全状況  
                    （単位：百万円） 

債権区分 

平成 27年度 平成 28年度 

債権額 
保全額 

債権額 
保全額 

担保 保証 引当 合計 担保 保証 引当 合計 

破産更生債権及び 

これらに準ずる債権 
117 25 54 47 127  86 27 21 45 94 

危険債権 20 18 0 0 19 19 10 7 0 18 

要管理債権 － － － － － － － － － － 

小 計 138 44 54 47 146 106 38 29 45 112 

正常債権 6,452     5,773     

合 計 6,590     5,880     

注１ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 
  法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権 

注２ 危険債権 
  経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本及び利息の回収ができない可能性の高い債権 

注３ 要管理債権 
  ３カ月以上延滞貸出債権および条件緩和貸出債権 

注４ 正常債権 
  上記以外の債権 

⑪元本補てん契約のある信託に係る貸出金のリスク管理債権の状況 
 該当する取引はありません。 

●破綻先 ●破産更正債権及びこれらに準ずる債権 ●破綻先債権

●実質破綻先

●危険債権

●破綻懸念先 ●延滞債権

●要管理債権

●要管理先 ●３か月以上延滞債権

●正常債権

●貸出条件緩和債権

●その他の要注意先

●正常先

         開示基準別の債権の分類・保全状況図

 債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がな
いものとして、同項第一号から第三号までに掲げ
る債権以外のものに区分される債権

　債務者の経営再建等を図ることを目的として、
金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、
債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金（破綻先債権、延滞債権及び３か月
以上延滞債権を除く）

 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している
債務者

 現状経営破綻の状況にはないが、経営難の状態
にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくな
く、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認めら
れる債務者

　要注意先の債務者のうち当該債務者の債権の全
部または一部が次に掲げる要管理先債権である債
務者
ⅰ　３か月以上延滞債権
　元金または利息の支払いが、約定支払日の翌日
を起算日として３か月以上延滞している貸出債権
ⅱ　貸出条件緩和債権
　経済的困難に陥った債務者の再建または支援を
はかり、当該債権の回収を促進すること等を目的
に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件
の改定等を行った貸出債権

 債務者が経営破綻の状態には至っていないが、
財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債
権の元本の回収及び利息の受取りができない可能
性の高い債権

 元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して
いることその他の事由により元本又は利息の取立
て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を
計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を
除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）
のうち、法人税法施行令第九十六条第一項第三号
のイからホまでに掲げる事由又は同項第四号 に
規定する事由が生じている貸出金

　未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及
び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金

 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していな
いものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見
通しがない状況にあると認められる等実質的に経
営破綻に陥っている債務者

　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の
申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務
者に対する債権及びこれらに準ずる債権

 三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権（経済
的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当
該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者
に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を
行った貸出債権

　要管理先以外の要注意先に属する債務者

 業況が良好、かつ、財務内容にも特段の問題が
ないと認められる債務者

　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三
月以上遅延している貸出金（破綻先債権及び延滞
債権を除く）

＜ 金 融 再 生 法 債 権 区 分 ＞＜ 自 己 査 定 債 務 者 区 分 ＞

正常債権

要管理債権

正常先

破綻懸念先

要
注
意
先

要管理先

信用事業
以外の
与信貸出金

その他の
債権

その他要注意先

信用事業総与信

＜ リ ス ク 管 理 債 権 ＞

破産更正債権及びこれらに
準ずる債権

危険債権

破綻先債権

延滞債権

信用事業総与信
信用事業
以外の
与信貸出金

その他の
債権

信用事
業

以外の
与信

３か月以上延滞債権

貸出条件緩和債権

信用事業総与信

貸出金
その他の

債権

破綻先

実質破綻先

対
象
債
権
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（3）内国為替取扱高実績
（単位：千件、百万円）

（4）有価証券に関する指標
①種類別有価証券平均残高 （単位：百万円）

②商品有価証券種類別平均残高              該当ありません。

③有価証券残存期間別残高 （単位：百万円）

①有価証券の時価情報 （単位：百万円）

②金銭の信託の時価情報等 該当ありません。

③デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券店頭デリバティブ取引 該当ありません。

一般通信・その他通信

満期保有目的

そ　の　他

（5）有価証券等の時価情報等

時価

合 計

国 債

地 方 債

評価損益

売買目的

保有区分
時価

27年度 28年度

取得価格取得価格

合　　　計

評価損益

種　　類
仕向 被仕向

件数 金額 件数 金額

送 金 ・ 振 込 為 替

代 金 取 立 為 替

雑 為 替

　平成27年度

　平成28年度

１年超
３年以下

貸 付 有 価 証 券

社 債

地 方 債

社 債

そ の 他 の 証 券

そ の 他 の 証 券

貸 付 有 価 証 券

そ の 他 の 証 券

合 計

国 債

１年以下

△ 76

合計

種　類 平成27年度 平成28年度

７年超
１０年以下

１０年超
期間の定め
ないもの

３年超
５年以下

５年超
７年以下

増　　　減

政 府 保 証 債

国 債

地 方 債

社 債

△ 76
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（3）内国為替取扱高実績
（単位：千件、百万円）

（4）有価証券に関する指標
①種類別有価証券平均残高 （単位：百万円）

②商品有価証券種類別平均残高              該当ありません。

③有価証券残存期間別残高 （単位：百万円）

①有価証券の時価情報 （単位：百万円）

②金銭の信託の時価情報等 該当ありません。

③デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券店頭デリバティブ取引 該当ありません。

一般通信・その他通信

満期保有目的

そ　の　他

（5）有価証券等の時価情報等

時価

合 計

国 債

地 方 債

評価損益

売買目的

保有区分
時価

27年度 28年度

取得価格取得価格

合　　　計

評価損益

種　　類
仕向 被仕向

件数 金額 件数 金額

送 金 ・ 振 込 為 替

代 金 取 立 為 替

雑 為 替

　平成27年度

　平成28年度

１年超
３年以下

貸 付 有 価 証 券

社 債

地 方 債

社 債

そ の 他 の 証 券

そ の 他 の 証 券

貸 付 有 価 証 券

そ の 他 の 証 券

合 計

国 債

１年以下

△ 76

合計

種　類 平成27年度 平成28年度

７年超
１０年以下

１０年超
期間の定め
ないもの

３年超
５年以下

５年超
７年以下

増　　　減

政 府 保 証 債

国 債

地 方 債

社 債

△ 76

2.共済事業
（1）長期共済新契約高・保有高

（注）

（2）医療系共済の入院共済金額保有高

（注）

（3）介護共済の介護共済保有高

（注）

（4）年金共済の年金保有高

（注）

（5）短期共済新契約高

（注）

金額は、年金金額（利率変動型年金にあっては、最低保証年金額）を表示しています。

年 金 開 始 後 － －

合 計

1.金額は、保障金額を表示しています。

2.自動車共済、賠償責任共済、自賠責共済は掛金総額です。

合 計

自 動 車 共 済

傷 害 共 済

団体定期生命共済

定額定期生命共済

平成28年度

金額 掛金 金額 掛金
種　類

平成27年度

－ －－ －

医 療 共 済

介 護 共 済

平成28年度

新契約高 保有高 新契約高

（単位：千円）

金額は入院共済金額を表示しています。

（単位：千円）

種　類
平成27年度 平成28年度

新契約高 保有高 新契約高 保有高

合 計

保有高

定 期 医 療 共 済

生
命
総
合
共
済

種　類

終 身 共 済

定 期 生 命 共 済

養 老 生 命 共 済

医 療 共 済

が ん 共 済

定 期 医 療 共 済

年 金 共 済

が ん 共 済

建 物 更 生 共 済

合 計

金額は保障金額（がん共済はがん死亡共済金額、医療共済及び定期医療共済は死亡給付金額（付加された定期特
約金額等を含む）、年金共済は付加された定期特約金額）を表示しています。

種　類
平成27年度

合 計

火 災 共 済

賠 償 責 任 共 済

金額は、介護共済金額を表示しています。

（単位：千円）

（単位：千円）

種　類
平成27年度 平成28年度

新契約高 保有高 新契約高 保有高

年 金 開 始 前

自 賠 責 共 済

－ －

－ －

（単位：千円）

平成27年度 平成28年度

新契約高 保有高 新契約高 保有高

介 護 共 済

－ －

うちこ ど も 共済

－ －
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3.農業関連事業

（1）買取購買品（生産資材）取扱実績

（2）買取販売品取扱実績

（3）受託販売品取扱実績

（4）保管事業取扱実績

種　類

肥 料

農 薬

飼 料生
産
資
材 燃 料

そ の 他

小 計

農 業 機 械

（単位：千円）

（単位：千円）

平成28年度

供 給 高 手 数 料

平成27年度

供 給 高 手 数 料

雑 穀

米

（単位：千円）

種　類
平成27年度 平成28年度

販売高 手数料 販売高 手数料

種　類
平成27年度 平成28年度

販売高 手数料 販売高 手数料

米

果 実

野 菜

畜 産 物

花 き ・ 花 木

合 計

そ の 他

（単位：千円）

種　類 平成27年度 平成28年度

収
益

保 管 料

そ の 他 の 収 益

小　　　　　　　計

差　　　　引

費
用

保 管 材 料 費

保 管 労 務 費

そ の 他 の 費 用

小　　　　　　　計
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3.農業関連事業

（1）買取購買品（生産資材）取扱実績

（2）買取販売品取扱実績

（3）受託販売品取扱実績

（4）保管事業取扱実績

種　類

肥 料

農 薬

飼 料生
産
資
材 燃 料

そ の 他

小 計

農 業 機 械

（単位：千円）

（単位：千円）

平成28年度

供 給 高 手 数 料

平成27年度

供 給 高 手 数 料

雑 穀

米

（単位：千円）

種　類
平成27年度 平成28年度

販売高 手数料 販売高 手数料

種　類
平成27年度 平成28年度

販売高 手数料 販売高 手数料

米

果 実

野 菜

畜 産 物

花 き ・ 花 木

合 計

そ の 他

（単位：千円）

種　類 平成27年度 平成28年度

収
益

保 管 料

そ の 他 の 収 益

小　　　　　　　計

差　　　　引

費
用

保 管 材 料 費

保 管 労 務 費

そ の 他 の 費 用

小　　　　　　　計

（5）利用事業取扱実績

（注） その他の内容は、農機利用作業受託、農機リース料、堆肥センター分です。

4.生活その他事業

（1）買取購買品（生活物資）取扱実績 （単位：千円）

（2）介護事業取扱実績 （単位：千円）

5.指導事業

種　類
平成27年度

ラ イ ス セ ン タ ー

育 苗 セ ン タ ー

手 数 料

直 売 所

精 米

合 計

そ の 他

業 務 受 託 料

供 給 高
種　類

供 給 高 手 数 料

平成28年度平成27年度

　（単位：千円）

平成28年度

取　　　　　　　扱　　　　　　　高

平成28年度

　（単位：千円）

指 導 補 助 金 等

実 費 収 入

営 農 改 善

健 康 活 動

小 計

項　目 平成27年度

介 護 事 業

小 計

そ の 他

種　類
取　　　　　　　扱　　　　　　　高

平成27年度 平成28年度

生
活
資
材

自動車（除く二輪）

Ｌ Ｐ ガ ス

家 庭 燃 料

食 　品

小 計

収
益

合　　　　　　　計 △ 10,253 △ 10,258

費
用

教 育 情 報

農 政 活 動

組 織 強 化

生 活 改 善
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Ⅳ経営諸指標

1.利益率
（単位：％）

（注）1.総資産経常利益率＝経常利益/総資産（債務保証見返りを除く）平均残高

　　　2.資本経常利益率＝経常利益/資本勘定平均残高

　　　3.総資産当期純利益率＝当期剰余金/総資産（債務保証見返りを除く）平均残高

　　　4.資本当期純利益率＝当期剰余金/資本勘定平均残高

2.貯貸率・貯証率
（単位：％）

（注）1.貯貸率（期　　末）＝貸出金残高／貯金残高×100

　　　2.貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×100

　　　3.貯証率（期　　末）＝有価証券残高／貯金残高×100

　　　4.貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×100

増　　減

総 資 産 経 常 利 益 率

項　目 平成27年度 平成28年度

平成27年度

資 本 経 常 利 益 率

総資産当期純利益率

項　目

資 本 当 期 純 利 益 率

貯 証 率

期 末

期中平均

期 末

期中平均

貯 貸 率

△ 0.1

増　　減

△ 0.2

△ 1.2

△ 1.0

平成28年度
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Ⅳ経営諸指標

1.利益率
（単位：％）

（注）1.総資産経常利益率＝経常利益/総資産（債務保証見返りを除く）平均残高

　　　2.資本経常利益率＝経常利益/資本勘定平均残高

　　　3.総資産当期純利益率＝当期剰余金/総資産（債務保証見返りを除く）平均残高

　　　4.資本当期純利益率＝当期剰余金/資本勘定平均残高

2.貯貸率・貯証率
（単位：％）

（注）1.貯貸率（期　　末）＝貸出金残高／貯金残高×100

　　　2.貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×100

　　　3.貯証率（期　　末）＝有価証券残高／貯金残高×100

　　　4.貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×100

増　　減

総 資 産 経 常 利 益 率

項　目 平成27年度 平成28年度

平成27年度

資 本 経 常 利 益 率

総資産当期純利益率

項　目

資 本 当 期 純 利 益 率

貯 証 率

期 末

期中平均

期 末

期中平均

貯 貸 率

△ 0.1

増　　減

△ 0.2

△ 1.2

△ 1.0

平成28年度

Ⅴ自己資本の充実の状況

1.自己資本の構成に関する事項

経過措
置によ
る不算
入額

経過措
置によ
る不算
入額

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額

うち、出資金及び資本準備金の額

うち、再評価積立金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額　（△）

うち、処分未済持分（△）

うち、回転出資金の額

うち、上記以外に該当するものの額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算
入される額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係
るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、一般貸倒引当金及び相互援助積立金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額

コア資本にかかる基礎項目の額　　　　　　　　　   （イ）

コア資本にかかる調整項目　　　　

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本
調達手段の額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の
額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相
当する額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に
含まれる額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に
含まれる額

（単位：千円）

２７年度

コア資本にかかる基礎項目　　

項　　　　　　目

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを
除く。）の額の合計額

２８年度
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△ 1,829,837 △ 1,830,750

△ 2,443,760

注1.

　2.

　3.

農協法第11条の2第1項第１号の規定に基づく組合の経営の健全性を判断するための基準に係る算式に基づき算出していま
す。

当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については信用リスク削減
手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。

当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。

うち、上記以外に該当するものの額

信用リスク・アセット調整額　　　　　　　　　

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除し
て得た額

中央精算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・ア
セットの額

ＣＶＡリスク相当額を8パーセントで除して得た額

オフ・バランス項目

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）／（二））

リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　（ニ）

オペレーショナル・リスク相当額調整額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定
資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関
連するものの額

自己資本の額　　　　　　　　（（イ）―（ロ））　　　（ハ）

信用リスク・アセットの額の合計額

資産（オン・バランス）項目

特定項目に係る15パーセント基準超過額

自己資本

リスク・アセット等　　　　　　　

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するもの
に関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定
資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関
連するものの額

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　（ロ）

特定項目に係る10パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するもの
に関連するものの額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入
される額の合計額

うち、調整項目に係る経過措置により、なお従
前の例によるとしてリスク・アセットの額に算
入されることになったものの額のうち、無形固
定資産（のれん及びモーゲージ・サービシン
グ・ライツに係るものを除く。）に係るものの
額

うち、調整項目に係る経過措置により、な
お従前の例によるとしてリスク・アセット
の額に算入されることになったものの額の
うち、繰延税金資産に係るものの額

うち、調整項目に係る経過措置により、な
お従前の例によるとしてリスク・アセット
の額に算入されることになったものの額の
うち、前払年金費用に係るものの額

うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係
るエクスポージャーに係る経過措置を用いて算
出したリスク・アセットの額から経過措置を用
いずに算出したリスク・アセットの額を控除し
た額（△）

JA  ISUMI  DISCLOSURE  REPORT  2017

47



2.自己資本の充実度に関する事項
（1）信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳

（注）

他の金融機関の資本調達手段

特定項目のうち調整項目に算
入されないもの

三月以上延滞等

信用保証協会等保証付

中小企業等向け及び
個人向け

区　　　　　　　分

我が国の中央政府及び
中央銀行向け

地方公共団体金融機構向け

法人等向け

地方三公社向け

（単位：千円）

平成27年度 平成28年度

エクスポー
ジャーの期末

残高

リスク・
アセット額

所要自己
資本額

エクスポー
ジャーの期末

残高

リスク・
アセット額

所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％

我が国の地方公共団体向け

我が国の政府関係機関向け

金融機関及び第一種金融商品
取引業者向け

不動産取得等事業向け

抵当権付住宅ローン

出資等

共済約款貸付

証券化

複数の資産を裏付とする資産（所
謂ファンド）のうち、個々の資産
の把握が困難な資産

△ 73,230 △ 1,829,838 △ 73,194

上記以外

経過措置によりリスク・アセット
の額に算入、不算入となるもの

△ 1,830,750

信用リスク・アセットの
合計の額

「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載
しています。

「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価
証券等が該当します。

「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポー
ジャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150％になった
エクスポージャーのことです。

「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。

「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに
階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

「経過措置によりリスク・アセットの額に算入・不算入となるもの」とは、他の金融機関等の対象資本調達手段、コア資本に
係る調整項目（無形固定資産、前払年金資産、繰延税金資産等）及び土地再評価差額金に係る経過措置により、リスク・ア
セットに算入したもの、不算入としたものが該当します。

「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国
際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。
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（2）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
（単位：千円）

注 当連結グループでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。

　　　＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞

　粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％

　直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

（3）所要自己資本額
（単位：千円）

3.信用リスクに関する事項
（1）標準的手法に関する事項

　（ア）

 株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

 株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

 ムーディーズ・インべスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）

 スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ(Ｓ＆Ｐ）

 フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ）

注　「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛目のことです。

　（イ）

　　

 日本貿易保険

 R＆I，Moody's,JCR

 　　　（長期）  S＆P, Fitch

 R＆I，Moody's,JCR

　　　 （短期）  S＆P, Fitch

金融機関向けエクスポージャー

法人向けエクスポージャー

法人向けエクスポージャー

リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付期間による依頼格付けのみ
使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

適格格付機関

リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付期間の格付またはカントリーリスク・スコア
は、主に以下のとおりです。

エクスポージャー 適格格付機関 カントリーリスク・スコア

ａ b＝a×４％ ａ b＝a×４％

８％

平成27年度 平成28年度

リスク・アセット
（分母）合計

所要自己資本額 リスク・アセット
（分母）合計

所要自己資本額

当ＪＡでは、自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により算
出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に当たり使
用する格付等は次のとおりです。

平成27年度 平成28年度

オペレーショナル・リスク相当額
を８％で除して得た額

所要自己資本額 オペレーショナル・リスク相当額
を８％で除して得た額

所要自己資本額

ａ b＝a×４％ ａ b＝a×４％

÷
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（2）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
（単位：千円）

注 当連結グループでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。

　　　＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞

　粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％

　直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

（3）所要自己資本額
（単位：千円）

3.信用リスクに関する事項
（1）標準的手法に関する事項

　（ア）

 株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

 株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

 ムーディーズ・インべスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）

 スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ(Ｓ＆Ｐ）

 フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ）

注　「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛目のことです。

　（イ）

　　

 日本貿易保険

 R＆I，Moody's,JCR

 　　　（長期）  S＆P, Fitch

 R＆I，Moody's,JCR

　　　 （短期）  S＆P, Fitch

金融機関向けエクスポージャー

法人向けエクスポージャー

法人向けエクスポージャー

リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付期間による依頼格付けのみ
使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

適格格付機関

リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付期間の格付またはカントリーリスク・スコア
は、主に以下のとおりです。

エクスポージャー 適格格付機関 カントリーリスク・スコア

ａ b＝a×４％ ａ b＝a×４％

８％

平成27年度 平成28年度

リスク・アセット
（分母）合計

所要自己資本額 リスク・アセット
（分母）合計

所要自己資本額

当ＪＡでは、自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により算
出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に当たり使
用する格付等は次のとおりです。

平成27年度 平成28年度

オペレーショナル・リスク相当額
を８％で除して得た額

所要自己資本額 オペレーショナル・リスク相当額
を８％で除して得た額

所要自己資本額

ａ b＝a×４％ ａ b＝a×４％

÷

（2）信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上
　延滞エクスポージャーの期末残高

（単位：千円）

「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。

うち
貸出金等

うち債券 うち
貸出金等

うち債券

平成27年度 平成28年度

三月以上
延滞エク
スポー
ジャー

三月以上
延滞エク
スポー
ジャー

信用リスクに
関するエクス

ポージャーの
残高

信用リスクに
関するエクス

ポージャーの
残高

国外

国内

地域別残高計

法
人

農業

鉱業

金融・保険業

林業

製造業

水産業

建設・不動産

運輸・通信業

電気・ガス・熱
供給・水道業

卸売・小売・飲
食・サービス業

上記以外

日本国政府・地
方公共団体

個人

その他

1年以下

業種別残高計

1年超3年以下

3年超5年以下

7年超10年以下

5年超7年以下

（注）

10年超

「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクスポー
ジャーをいいます。

期限の定めのない
もの

信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除
く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポージャーを
含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関が融資を実行する
契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。

残存期間別残高計
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（3）貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：千円）

（4）業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額
（単位：千円）

（5）信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウエイト1250％を適用する残高
（単位：千円）

（注）

経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウエイト
によって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象として
います。

1250％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの
免責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイト1250％を適用したエクスポージャー
があります。

一般貸倒引当金

区　分
平成27年度 平成28年度

期首残高 期中増加額

個別貸倒引当金

区　分
平成27年度 平成28年度

期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高 期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高
目的使用 その他 目的使用 その他

期末残高
貸出金
償却目的使用 その他 目的使用

期中減少額
期末残高

貸出金
償却

期首残高 期中増加額
期中減少額

その他

農業

林業

製造業

水産業

鉱業

金融・保険業

運輸・通信業

法
人

建設・不動産

電気・ガス・熱
供給・水道業

上記以外

卸売・小売・飲
食・サービス業

業種別計

個人

その他

平成28年度

格付あり 格付なし 計 格付あり 格付なし 計

リスク・ウエイト10％

リスク・ウエイト0％

リスク・ウエイト2％

リスク・ウエイト4％

信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャーに該
当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
の
残
高

リスク・ウエイト1250％

リスク・ウエイト50％

リスク・ウエイト35％

リスク・ウエイト20％

「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」には
エクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適
格格付機関による依頼格付のみを使用しています。

計

その他

リスク・ウエイト75％

平成27年度

リスク・ウエイト200％

リスク・ウエイト250％

リスク・ウエイト150％

リスク・ウエイト100％

JA  ISUMI  DISCLOSURE  REPORT  2017

51



（3）貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：千円）

（4）業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額
（単位：千円）

（5）信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウエイト1250％を適用する残高
（単位：千円）

（注）

経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウエイト
によって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象として
います。

1250％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの
免責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイト1250％を適用したエクスポージャー
があります。

一般貸倒引当金

区　分
平成27年度 平成28年度

期首残高 期中増加額

個別貸倒引当金

区　分
平成27年度 平成28年度

期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高 期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高
目的使用 その他 目的使用 その他

期末残高
貸出金
償却目的使用 その他 目的使用

期中減少額
期末残高

貸出金
償却

期首残高 期中増加額
期中減少額

その他

農業

林業

製造業

水産業

鉱業

金融・保険業

運輸・通信業

法
人

建設・不動産

電気・ガス・熱
供給・水道業

上記以外

卸売・小売・飲
食・サービス業

業種別計

個人

その他

平成28年度

格付あり 格付なし 計 格付あり 格付なし 計

リスク・ウエイト10％

リスク・ウエイト0％

リスク・ウエイト2％

リスク・ウエイト4％

信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャーに該
当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
の
残
高

リスク・ウエイト1250％

リスク・ウエイト50％

リスク・ウエイト35％

リスク・ウエイト20％

「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」には
エクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適
格格付機関による依頼格付のみを使用しています。

計

その他

リスク・ウエイト75％

平成27年度

リスク・ウエイト200％

リスク・ウエイト250％

リスク・ウエイト150％

リスク・ウエイト100％

4.信用リスク削減手法に関する事項 
（1）信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 

「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、
エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合にエクスポージャー
のリスク・ウエイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・ア
セット額を軽減する方法です。 
当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。信用リスク削減手

法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用しています。 
適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相手または

取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当ＪＡ
では、適格金融資産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。 
保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中央政府等、我が国

の地方公共団体、地方公営企業等金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、
国際開発銀行、及び金融機関または第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与して
いるものを適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被
保証債権のリスク・ウエイトに代えて保証人のリスク・ウエイトを適用しています。 
ただし，証券化エクスポージャーについては、これら以外の主体で保証提供時に長期格付が A-または
A3以上で、算定基準日に長期格付がBBB-またはBaa3以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、
エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について，被保証債権のリスク・ウエイト
に代えて、保証人のリスク･ウェイトを適用しています。 
貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類
する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有して
いること、②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても
特定することができること、③自組合貯金が継続されないリスクが監視及び管理されていること、④貸
出金と自組合貯金の相殺後の額が、監視および管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相
殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額と
しています。担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直
しを行っています。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。 

 
（2）信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 

(単位：千円) 

 

区  分 

 平成 27年度 平成 28年度 

  
適格金融 

資産担保 
保証 

適格金融 

資産担保 
保証 

 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け  - - - - 

 我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け  - - - - 

 地 方 三 公 社 向 け  - - - - 

 
金 融 機 関 向 け 及 び       

第 一種 金融 商品 取引 業者 向け 
 - - - - 

 法 人 等 向 け  10,906 - 4,326 - 

 中 小企 業等 向け 及び 個人 向け  18,325 - 14,101 - 

 抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン  - - - - 

 不 動 産 取 得 等 事 業 向 け  - - - - 

 三 月 以 上 延 滞 等  - - - - 

 証 券 化  - - - - 

 中 央 精 算 機 関 関 連  - - - - 

 上 記 以 外  27,200 - 18,040 - 

 合 計  56,431 - 36,467 - 

 

注 1.「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主なものと

しては貸出金や有価証券等が該当します。 

注 2.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエ

クスポージャー及び「金融機関向け及び証券会社向け」「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが 150％に

なったエクスポージャーのことです。 

注 3.「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その

一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。 

注 4.「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公

共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）等が含まれます。 
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注 5.「クレジット・デリバティブ」とは、第三者(参照組織)の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者(プ

ロテクションの買い手)と信用リスクを取得したい者(プロテクションの売り手)との間で契約を結び、参照組織に

信用事由（延滞・破産など）が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領

する取引をいいます。 

 

5.派生商品取引及び 

長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 
該当する取引はありません。 

 

6.証券化エクスポージャーに関する事項 
該当する取引はありません。 

 

7.出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項 
（1）出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の

概要 
「出資その他これに類するエクスポージャー」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資

勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、これらを①子会社および関

連会社株式、②その他有価証券、③系統および系統外出資に区分して管理しています。 

①子会社および関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業より効率

的運営を目的として株式を保有しています。これらの会社の経営については、毎期の決算書類の分析の

他、毎月定期的な連絡会議を行う等、適切な業況把握に努めています。 

②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握

およびコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及びポー

トフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ

委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定

した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された取引方針などに基づき有価証券の売買やリスクヘッジを行

っています。運用部門が行った取引については、企画管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェ

ックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。 

③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的な協議

を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。 

なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャーの評価等については、①子会社および関連

会社については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて子会社等損失引当金を、②その他有価証券に

ついては時価評価を行った上で、取得原価との評価差額については「その他有価証券評価差額金」とし

て純資産の部に計上しています。③系統および系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況

に応じて外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注

記表にその旨記載することとしています。 

 

（2）出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価 
（単位：千円） 

区 分 

平成 27年度 平成 28年度 

貸借対照表 

計上額 
時価評価額 

貸借対照表 

計上額 
時価評価額 

 

上 場  - - - - 

 

非 上 場  2,447,066 2,480,186 2,341,559 2,371,645 

 

合 計  2,447,066 2,480,186 2,341,559 2,371,645 

 

（3）出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 
 該当ありません。 

 

 

JA  ISUMI  DISCLOSURE  REPORT  2017

53



注 5.「クレジット・デリバティブ」とは、第三者(参照組織)の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者(プ

ロテクションの買い手)と信用リスクを取得したい者(プロテクションの売り手)との間で契約を結び、参照組織に

信用事由（延滞・破産など）が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領

する取引をいいます。 

 

5.派生商品取引及び 

長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 
該当する取引はありません。 

 

6.証券化エクスポージャーに関する事項 
該当する取引はありません。 

 

7.出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項 
（1）出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の

概要 
「出資その他これに類するエクスポージャー」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資

勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、これらを①子会社および関

連会社株式、②その他有価証券、③系統および系統外出資に区分して管理しています。 

①子会社および関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業より効率

的運営を目的として株式を保有しています。これらの会社の経営については、毎期の決算書類の分析の

他、毎月定期的な連絡会議を行う等、適切な業況把握に努めています。 

②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握

およびコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及びポー

トフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ

委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定

した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された取引方針などに基づき有価証券の売買やリスクヘッジを行

っています。運用部門が行った取引については、企画管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェ

ックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。 

③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的な協議

を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。 

なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャーの評価等については、①子会社および関連

会社については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて子会社等損失引当金を、②その他有価証券に

ついては時価評価を行った上で、取得原価との評価差額については「その他有価証券評価差額金」とし

て純資産の部に計上しています。③系統および系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況

に応じて外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注

記表にその旨記載することとしています。 

 

（2）出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価 
（単位：千円） 

区 分 

平成 27年度 平成 28年度 

貸借対照表 

計上額 
時価評価額 

貸借対照表 

計上額 
時価評価額 

 

上 場  - - - - 

 

非 上 場  2,447,066 2,480,186 2,341,559 2,371,645 

 

合 計  2,447,066 2,480,186 2,341,559 2,371,645 

 

（3）出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 
 該当ありません。 

 

 

（4）貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額（保有目的区分

をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等） 

 
（単位：千円） 

平成 27年度 平成 28年度 

評価益 評価損 評価益 評価損 

3,659 - - - 

 

（5）貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社の評価損益等） 
該当ありません。 

 

 

8.金利リスクに関する事項 
（1）金利リスクの算定方法の概要 

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利または、期間のミスマッチ

が存在する中で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。 

当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量計算要領」に、またリスク

情報の管理・報告にかかる事項を「余裕金運用等にかかるリスク管理手続き」に定め、適切なリスクコ

ントロールに努めています。具体的な金利リスクの算定方法は以下のとおりです。 

・市場金利が上下に２％変動した時（ただし 0％を下限）に発生する経済価値の変化額（低下額）を金

利リスク量として毎月算出しています。 

・要求払貯金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって随時払い出される

要求払貯金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する貯金をコア貯金と定義し、①過去

５年間の最低残高、②過去５年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の 50％相当

額のうち最小の上限とし、０～５年の期間に均等に振り分けて（平均残存 2.5年）リスク量を算定して

います。 

・金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定します。 
 金利リスク＝運用勘定の金利リスク量＋調達勘定の金利リスク量（△） 

 算出した金利リスク量は、毎月経営層に報告するとともに、四半期ごとにＡＬＭ委員会および理事会

に報告して承認を得ています。また、これらの情報を踏まえ、四半期ごとに運用方針を策定しています。 

 
（2）金利ショックに対する損益・経済価値の増減額 

（単位：千円） 

 平成 27年度 平成 28年度 

金利ショックに対する損益・ 

経済価値の増減額 
57,000 9,060 
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Ⅵ連結情報 

グループの概況 
 

1.グループの事業系統図 
   ＪＡいすみのグループは、当ＪＡと子会社㈱ジェイエイいすみサービスで構成され、当年度および前年度

において連結自己資本比率を算出する対象も同じです。なお、連結財務諸表規則に基づき連結の範囲に含ま

れる会社に相違ありません。 

 

いすみ農業協同組合 
  

本所・支所 9 カ所 
  

    

    
株式会社ジェイエイいすみサービス 

   

    

2.子会社の状況 
 会 社 名 株式会社 ジェイエイいすみサービス 

代 表 者 名 代表取締役 川﨑安展  

設立年月日 平成 10年 4月 23日 

所 在 地 千葉県いすみ市弥正 137－1 

事業内容 

1．旅行業  

2．冠婚葬祭の請負  

3．総合リース業 

4．損害保険の代理業  

5．家屋内外の営繕及び環境整備 

施設の概要 

1．事務所 267.45 ㎡ 

2．休憩所 33㎡ 

3．倉庫  805.95 ㎡ 

4．斎場  775.38 ㎡（大多喜斎場 447㎡・ 

ＪＡなみはなホール 328.38 ㎡） 

5．自動車 16台（うち霊柩車 3台） 

資本金総額（発行済株式） 10,000 千円 （ 200 株 ）     

議決権保有割合 
100% 

      

（保有議決権数/総議決権数）       

役 員 数 9人       

うち組合役員との兼職者数 5人       

うち組合職員との兼職者数 （出向者を含む。） 0人       

社 員 数 23人 （12）     

うち組合からの出向職員 （兼職者を含む。） 5人       

      
（ ）は、うちパート職員 
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Ⅵ連結情報 

グループの概況 
 

1.グループの事業系統図 
   ＪＡいすみのグループは、当ＪＡと子会社㈱ジェイエイいすみサービスで構成され、当年度および前年度

において連結自己資本比率を算出する対象も同じです。なお、連結財務諸表規則に基づき連結の範囲に含ま

れる会社に相違ありません。 

 

いすみ農業協同組合 
  

本所・支所 9 カ所 
  

    

    
株式会社ジェイエイいすみサービス 

   

    

2.子会社の状況 
 会 社 名 株式会社 ジェイエイいすみサービス 

代 表 者 名 代表取締役 川﨑安展  

設立年月日 平成 10年 4月 23日 

所 在 地 千葉県いすみ市弥正 137－1 

事業内容 

1．旅行業  

2．冠婚葬祭の請負  

3．総合リース業 

4．損害保険の代理業  

5．家屋内外の営繕及び環境整備 

施設の概要 

1．事務所 267.45 ㎡ 

2．休憩所 33㎡ 

3．倉庫  805.95 ㎡ 

4．斎場  775.38 ㎡（大多喜斎場 447㎡・ 

ＪＡなみはなホール 328.38㎡） 

5．自動車 16台（うち霊柩車 3台） 

資本金総額（発行済株式） 10,000 千円 （ 200株 ）     

議決権保有割合 
100% 

      

（保有議決権数/総議決権数）       

役 員 数 9人       

うち組合役員との兼職者数 5人       

うち組合職員との兼職者数 （出向者を含む。） 0人       

社 員 数 23人 （12）     

うち組合からの出向職員 （兼職者を含む。） 5人       

      
（ ）は、うちパート職員 

3.連結事業概況 
 

当ＪＡは、本年も引き続き子会社㈱ジェイエイいすみサービスを連結し、連結決算を行いました。 

決算の内容は、連結経常収益 1,472百万円、連結当期剰余金 112百万円、連結純資産 2,591百万円、連結総

資産 76,367百万円で、連結自己資本比率は 10.57％となりました。 

会社の事業概況ですが、セレモニーセンターは、常に親切丁寧な対応を心がけ、ご利用をいただく皆様に適

切なアドバイスでのサービスに努めてまいりました。地域皆様の集客率を上げるため、なみはなホールでは、

営業活動及び事前相談割引キャンペーンを執り行いました。大多喜斎場では、式場内のエアコン入れ替工事を

行い、皆様がより快適にご利用いただけるよう努めました。 

葬儀件数は 212件（前年対比 92.6％）の取り扱いとなりました。取扱金額では 285,836千円（前年対比 94.9％）

となりました。取扱件数のうち斎場利用は、138 件（前年対比 110.4％）、取扱件数の 65.1％であり、昨年よ

り 10.5％増加いたしました。 

旅行センターは、一層の収益確保をはかるため、またＪＡ事業に対して、より一層の波及効果を促すため、

そして地域住民に役立ち必要となる存在を目指しニーズに対応してまいりました。また、それぞれのお客様へ、

満足度の高い企画を提供できるよう努めてまいりました。 

取扱件数では、266 件（前年対比 83.1％）であり、人数では 1,730 人（前年対比 79.6％）の方に利用して

頂くことが出来ました。金額では、68,637千円（前年対比 89.1％）となりました。 

ホーム管理では、家屋等建物内外の修繕作業を中心に、庭木の手入れ全般及び農地等の草刈り作業を進めて

まいりました。平成 28年の作業件数は 53件（前年対比 108.2％）、金額では、4,466千円（前年対比 111.3％）

となりました。 

 
 
 
 
4.最近５年間の連結事業年度の主要な経営指標      

 
（単位：百万円） 

項 目 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

連 結 経 常 収 益 1,467 1,474 1,506 1,516 1,472 

 信 用 事 業 収 益  419 496 538 529 584 

 共 済 事 業 収 益  377 370 371 380 413 

 農 業 関 連 事 業  301 233 232 239 222 

 生活その他事業 370 375 365 368 253 

連 結 経 常 利 益 79 115 107 102 103 

連 結 当 期 剰 余 金 65 86 98 99 112 

連 結 純 資 産 額 2,183 2,272 2,368 2,466 2,591 

連 結 総 資 産 額 72,562 72,592 72,909 74,492 76,367 

連 結 自 己 資 本 比 率 10.34% 9.87% 10.18% 10.32% 10.57% 

  （注）「連結自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基 
準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２号）に基づき算出しております。なお、平成 
２４年度以前は旧告示（バーゼルⅡ）に基づく連結自己資本比率を記載しています。 
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5.連結貸借対照表

(単位:千円）

  ２共済事業資産

  ６外部出資

(3)有価証券

  ７繰延税金資産

(4)貸出金

  ８繰延資産

(5)その他の信用事業資産

(6)貸倒引当金

  ３経済事業資産

  ４雑資産

  ５固定資産

△ 63,903

(1)現金

(2)預金

平成28年度
（平成27年12月31日） （平成28年12月31日）

科 目
平成27年度

（資産の部）

  １信用事業資産

△ 68,664

  ９再評価に係る繰延税金資産

１０連結調整勘定

資　産　の　合　計
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5.連結貸借対照表

(単位:千円）

  ２共済事業資産

  ６外部出資

(3)有価証券

  ７繰延税金資産

(4)貸出金

  ８繰延資産

(5)その他の信用事業資産

(6)貸倒引当金

  ３経済事業資産

  ４雑資産

  ５固定資産

△ 63,903

(1)現金

(2)預金

平成28年度
（平成27年12月31日） （平成28年12月31日）

科 目
平成27年度

（資産の部）

  １信用事業資産

△ 68,664

  ９再評価に係る繰延税金資産

１０連結調整勘定

資　産　の　合　計

(単位:千円）

△ 5,131
△ 1,000

△ 6,337
△ 1,000

  ８連結調整勘定

  ９再評価に係る繰延税金負債

負　債　の　部　合　計

（純資産の部）

(1)貯金

(2)借入金

(3)その他の信用事業負債

(1)賞与引当金

(5)修繕引当金

純　資　産　の　部　合　計

負 債 及 び 純 資 産 の 合 計

  １組合員資本

(1)出資金

(2)利益剰余金

(3)処分未済持分

（負債の部）

（平成27年12月31日）

(4)災害損失引当金

(2)退職給付引当金

(3)役員退職慰労引当金

  ２共済事業負債

  ４設備借入金

  ５雑負債

  ６諸引当金

  ３経済事業負債

(4)子会社の所有する親組合出資金

(1)その他有価証券評価差額金

(2)土地再評価差額金

　２評価・換算差額等

  ７繰延税金負債

  １信用事業負債

（平成28年12月31日）
科 目

平成27年度 平成28年度
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（単位：千円）

 1　　事　業　総　利　益

信用事業収益

資金運用収益

　(うち預金利息）

　(うち有価証券利息）

　(うち貸出金利息）

　(うちその他受入利息）

役務取引等収益

その他事業直接収益

その他経常収益

信用事業費用

資金調達費用

　(うち貯金利息）

　(うち給付補てん備金繰入）

　(うちその他支払利息）

役務取引等費用

その他事業直接費用

その他経常費用

信　用　事　業　総　利　益

共済事業収益

共済事業費用

共　済　事　業　総　利　益

その他事業収益

その他事業費用

そ　の　他　事　業　総　利　益

 2　　事　業　管　理　費

人件費

その他事業管理費

事　業　利　益

6.連結損益計算書

平成27年度
（自 平成27年1月1日

至 平成27年12月31日）

（自 平成28年1月1日

至 平成28年12月31日）

　  科　目
平成28年度
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（単位：千円）

 1　　事　業　総　利　益

信用事業収益

資金運用収益

　(うち預金利息）

　(うち有価証券利息）

　(うち貸出金利息）

　(うちその他受入利息）

役務取引等収益

その他事業直接収益

その他経常収益

信用事業費用

資金調達費用

　(うち貯金利息）

　(うち給付補てん備金繰入）

　(うちその他支払利息）

役務取引等費用

その他事業直接費用

その他経常費用

信　用　事　業　総　利　益

共済事業収益

共済事業費用

共　済　事　業　総　利　益

その他事業収益

その他事業費用

そ　の　他　事　業　総　利　益

 2　　事　業　管　理　費

人件費

その他事業管理費

事　業　利　益

6.連結損益計算書

平成27年度
（自 平成27年1月1日

至 平成27年12月31日）

（自 平成28年1月1日

至 平成28年12月31日）

　  科　目
平成28年度

（単位：千円）

 3　　事　業　外　収　益

 4　　事　業　外　費　用

経　常　利　益

 5　　特　別　利　益

 6　　特　別　損　失

税引前当期利益

 7　　法人税，住民税及び事業税

 8　　法人税等調整額（控除）

当　期　利　益　

（単位：千円）

（利益剰余金の部）

　１　連結剰余金期首残高

　２　連結剰余金増加高

　　　　当期剰余金

　　　　土地再評価差額金取崩金

　３　連結剰余金減少高

　　　　支払配当金

　４　連結剰余金期末残高

△ 867

7.連結剰余金計算書

平成28年度平成27年度科　目

　  科　目
平成27年度 平成28年度

（自 平成27年1月1日 （自 平成28年1月1日

至 平成27年12月31日） 至 平成28年12月31日）

△ 15,978
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8.連結キャッシュ・フロー計算書

【間接法】 （単位：千円）

１　事業活動よるキャッシュ・フロー

　　　　税引前当期利益

　　　　減価償却費

　　　　減損損失

    　　連結調整勘定償却額

　　　　貸倒引当金の増減額(△は減少)

　　　　賞与引当金の増減額(△は減少)

　　　　退職給付引当金の増減額(△は減少)　　

　　　　その他引当金等の増減額(△は減少)

　　　　信用事業資金運用収益

　　　　信用事業資金調達費用

　　　　共済貸付金利息

　　　　共済借入金利息

　　　　受取雑利息及び受取出資配当金

　　　　支払雑利息

　　　　有価証券関係損益(△は益)

　　　　固定資産売却損益(△は益)

　　　　外部出資関係損益(△は益)

　　（信用事業活動による資産及び負債の増減）

　　　　貸出金の純増(△)減

　　　　預金の純増(△)減

　　　　貯金の純増減(△)

　　　　信用事業借入金の純増減(△)

　　　　その他の信用事業資産の純増減

　　　　その他の信用事業負債の純増減

　　（共済事業活動による資産及び負債の増減）

　　　　共済貸付金の純増(△)減

　　　　共済借入金の純増減(△)

　　　　共済資金の純増減(△)

　　　　未経過共済付加収入の純増減

　　　　その他の共済事業資産の純増減

　　　　その他の共済事業負債の純増減

　　（経済事業活動による資産及び負債の増減）

　　　　受取手形及び経済事業未収金の純増(△)減

　　　　経済受託債権の純増(△)減

　　　　棚卸資産の純増(△)減

　　　　支払手形及び経済事業未払金の純増減(△)

　　　　経済受託債務の純増減(△)

　　　　その他の経済事業資産の純増減

　　　　その他の経済事業負債の純増減

　  科　目 （自 平成27年1月1日 （自 平成28年1月1日

至 平成27年12月31日） 至 平成28年12月31日）

△ 144,567

△ 2,089

△ 975

△ 17,990

△ 3,576

△ 30,154

△ 2,563

△ 2,100,000

△ 817

△ 1,485,804

△ 4,591

△ 413,799

△ 658

△ 19,441

平成28年度

△ 5,701

△ 641

△ 23,973

△ 76,466

△ 2,965

△ 190

△ 1,706

△ 2,540,000

△ 818

△ 3,619

△ 14,122

△ 516,980

△ 615

平成27年度

△ 11,828

△ 21,674
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8.連結キャッシュ・フロー計算書

【間接法】 （単位：千円）

１　事業活動よるキャッシュ・フロー

　　　　税引前当期利益

　　　　減価償却費

　　　　減損損失

    　　連結調整勘定償却額

　　　　貸倒引当金の増減額(△は減少)

　　　　賞与引当金の増減額(△は減少)

　　　　退職給付引当金の増減額(△は減少)　　

　　　　その他引当金等の増減額(△は減少)

　　　　信用事業資金運用収益

　　　　信用事業資金調達費用

　　　　共済貸付金利息

　　　　共済借入金利息

　　　　受取雑利息及び受取出資配当金

　　　　支払雑利息

　　　　有価証券関係損益(△は益)

　　　　固定資産売却損益(△は益)

　　　　外部出資関係損益(△は益)

　　（信用事業活動による資産及び負債の増減）

　　　　貸出金の純増(△)減

　　　　預金の純増(△)減

　　　　貯金の純増減(△)

　　　　信用事業借入金の純増減(△)

　　　　その他の信用事業資産の純増減

　　　　その他の信用事業負債の純増減

　　（共済事業活動による資産及び負債の増減）

　　　　共済貸付金の純増(△)減

　　　　共済借入金の純増減(△)

　　　　共済資金の純増減(△)

　　　　未経過共済付加収入の純増減

　　　　その他の共済事業資産の純増減

　　　　その他の共済事業負債の純増減

　　（経済事業活動による資産及び負債の増減）

　　　　受取手形及び経済事業未収金の純増(△)減

　　　　経済受託債権の純増(△)減

　　　　棚卸資産の純増(△)減

　　　　支払手形及び経済事業未払金の純増減(△)

　　　　経済受託債務の純増減(△)

　　　　その他の経済事業資産の純増減

　　　　その他の経済事業負債の純増減

　  科　目 （自 平成27年1月1日 （自 平成28年1月1日

至 平成27年12月31日） 至 平成28年12月31日）

△ 144,567

△ 2,089

△ 975

△ 17,990

△ 3,576

△ 30,154

△ 2,563

△ 2,100,000

△ 817

△ 1,485,804

△ 4,591

△ 413,799

△ 658

△ 19,441

平成28年度

△ 5,701

△ 641

△ 23,973

△ 76,466

△ 2,965

△ 190

△ 1,706

△ 2,540,000

△ 818

△ 3,619

△ 14,122

△ 516,980

△ 615

平成27年度

△ 11,828

△ 21,674

　　（その他の資産及び負債の増減）

　　　　その他の資産の純増減

　　　　その他の負債の純増減

　　　　未払消費税等の増減額

　　　　信用事業資金運用による収入

　　　　信用事業資金調達による支出

　　　　共済貸付金利息による収入

　　　　共済借入金利息による支出

　　　　事業の利用分量に対する配当金の支払額

　　　　雑利息及び出資配当金の受取額

　　　　雑利息の支払額

　　　　法人税等の支払額

　　　　災害による保険金収入

　事業活動によるキャッシュ・フロー

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　　有価証券の取得による支出

　　　　有価証券の売却による収入

　　　　有価証券の償還による収入

　　　　補助金の受け入れによる収入

　　　　固定資産の取得による支出

　　　　固定資産の売却による収入

　　　　外部出資による支出

　　　　外部出資の売却等による収入

　投資活動によるキャッシュ・フロー

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　設備借入れによる収入

　　　　設備借入金の返済による支出

　　　　出資の増額による収入

　　　　出資の払戻しによる支出

　　　　回転出資金の受入による収入

　　　　回転出資金の払戻しによる支出

　　　　持分の取得による支出

　　　　持分の譲渡による収入

　　　　出資配当金の支払額

　財務活動によるキャッシュ・フロー

４　現金及び現金同等物に係る換算差額

５　現金及び現金同等物の増加額

６　現金及び現金同等物の期首残高

７　現金及び現金同等物の期末残高

　  科　目
平成27年度 平成28年度

（単位：千円）

（自 平成28年1月1日

至 平成28年12月31日）

△ 5,431

△ 17,767

△ 27,607

△ 1,807

△ 26,031

△ 15,456

△ 100,675

△ 78,721

△ 5,810

△ 200,319

△ 291,009

△ 642

△ 12,242

△ 6,393

△ 15,829

△ 5,456

△ 10,823

△ 994,779

△ 20,914

△ 74,510

至 平成27年12月31日）

（自 平成27年1月1日

△ 613
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連結注記表
 
Ⅰ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 
 

連結の範囲に関する事項 
連結子会社は、㈱ジェイエイいすみサービスの１社です。 

持分法の適用に関する事項 
持分法を適用する関連法人はありません。 

連結される子会社の事業年度に関する事項 
連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しています。 

連結される子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価法によっております。 

連結調整勘定の償却方法及び償却期間 
当期において連結調整勘定の残高はありませんので、適用しておりません。 

剰余金処分項目等の取扱いに関する事項 
連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しています。 

連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲 
① 現金及び現金同等物の資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金」及び「預金」のうち、「現
金」及び「預金」中の当座預金、普通預金となっています。 

② 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金勘定 65,189,502千円（注１） 
定期性預金及び譲渡性預金 61,800,000千円（注２） 
現金及び現金同等物  3,389,502千円 

（注１）現金（471,984）+普通預金（2,917,318）+別段預金（200）+定期預金（61,800,000） 
（注２）定期預金（61,800,000） 

 
Ⅱ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 
１． 有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準および評価方法 
（ ）満期保有目的の債券：償却原価法（定額法） 
（ ）子会社株式：移動平均法による原価法 
（ ）その他有価証券 

① 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定） 

② 時価のないもの：移動平均法による原価法 
 
２． 棚卸資産の評価基準および評価方法 

購買品・・・・・・・移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 
（うち自動車部品・・売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）） 
販売品・・・・・・・先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

３． 固定資産の減価償却の方法 
（ ）有形固定資産

定率法（ただし、平成 10年 4月 1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成 28年 4月 1日以降に
取得した建物付属設備及び構築物については定額法）を採用しています。 
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。 

（ ）無形固定資産
定額法を採用しています。なお、自社利用のソフトウエアについては、5年間の定額法により償却しています。

４． 引当金の計上基準 
（ ）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている資産査定要領、経理規程及び資産の償却・引当基準に則り、次のとおり計上して
います。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれ
と同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて
いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上
しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権につ

いては、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支

払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債

権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込

額を控除した残額との差額を引き当てています。
上記以外の債権については、貸倒実績率で算定した金額と税法繰入限度額のいずれか多い金額を計上しています。
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連結注記表
 
Ⅰ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 
 

連結の範囲に関する事項 
連結子会社は、㈱ジェイエイいすみサービスの１社です。 

持分法の適用に関する事項 
持分法を適用する関連法人はありません。 

連結される子会社の事業年度に関する事項 
連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しています。 

連結される子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価法によっております。 

連結調整勘定の償却方法及び償却期間 
当期において連結調整勘定の残高はありませんので、適用しておりません。 

剰余金処分項目等の取扱いに関する事項 
連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しています。 

連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲 
① 現金及び現金同等物の資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金」及び「預金」のうち、「現
金」及び「預金」中の当座預金、普通預金となっています。 

② 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金勘定 65,189,502千円（注１） 
定期性預金及び譲渡性預金 61,800,000千円（注２） 
現金及び現金同等物  3,389,502千円 

（注１）現金（471,984）+普通預金（2,917,318）+別段預金（200）+定期預金（61,800,000） 
（注２）定期預金（61,800,000） 

 
Ⅱ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 
１． 有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準および評価方法 
（ ）満期保有目的の債券：償却原価法（定額法） 
（ ）子会社株式：移動平均法による原価法 
（ ）その他有価証券 

① 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定） 

② 時価のないもの：移動平均法による原価法 
 
２． 棚卸資産の評価基準および評価方法 

購買品・・・・・・・移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 
（うち自動車部品・・売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）） 
販売品・・・・・・・先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

３． 固定資産の減価償却の方法 
（ ）有形固定資産

定率法（ただし、平成 10年 4月 1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成 28年 4月 1日以降に
取得した建物付属設備及び構築物については定額法）を採用しています。 
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。 

（ ）無形固定資産
定額法を採用しています。なお、自社利用のソフトウエアについては、5年間の定額法により償却しています。

４． 引当金の計上基準 
（ ）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている資産査定要領、経理規程及び資産の償却・引当基準に則り、次のとおり計上して
います。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれ
と同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて
いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上
しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権につ

いては、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支

払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債

権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込

額を控除した残額との差額を引き当てています。
上記以外の債権については、貸倒実績率で算定した金額と税法繰入限度額のいずれか多い金額を計上しています。

この基準に基づき、当事業年度は租税特別措置法第 57条の 9により算定した金額に基づき計上しています。 
すべての債権は、資産査定要領に基づき、支所融資担当者および本所信用部が実施し、当該部署から独立した本
所総務部企画管理課が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。 
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額及び保証等による
回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は
15,041千円であります。 

（ ）賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しています。

（ ）退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度
に発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に
係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。 

（ ）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退任給与金引当規程に基づく期末要支給額を計上しています。 
 

５． 消費税及び地方消費税の会計処理の方法 
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

 
６． 決算書類に記載した金額の端数処理の方法 

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「0」で表示しています。  
 

Ⅲ 会計方針の変更に関する注記

減価償却方法の変更
法人税法の変更に伴い「平成 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第
号 平成 年 月 日）を当事業年度に適用し、平成 年 月 日以後に取得した建物付属設備及び構築物に係

る減価償却方法を定率法から定額法に変更しています。
この結果、当事業年度の事業利益、経常利益及び税引前当期利益はそれぞれ 9千円増加しています。

Ⅳ 表示方法の変更に関する注記

農産物検査に係る手数料の計上区分の変更
農業倉庫法の廃止に伴い、農産物検査に係る手数料は、従来倉庫事業収益として計上していましたが、科目名の変更
を契機に見直した結果、販売事業収益に計上することが実態に即しているため、当事業年度から販売事業収益に含めて
表示しています。なお、当事業年度より表示科目名称を倉庫事業損益から保管事業損益に変更しています。
この変更に伴い、販売事業収益が 4 853千円増加しております。

Ⅴ 貸借対照表に関する注記

１． 固定資産の圧縮記帳額
有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は 628,364千円でありその内訳は次の通りです。 

建物 226,340千円 構築物 53,357千円 車両運搬具 11,548千円 
工具器具備品 20,716千円 機械及び装置 316,399千円 

２． 担保に供している資産
定期預金 1,500,000千円は為替決済取引の担保に供しています。

３． 理事、監事に対する金銭債権の総額 9,506千円  

４． 貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳
貸出金のうち、破綻先債権額は25,899千円、延滞債権額は80,727千円です。 
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息
不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第3号のイからホまでに掲げる
事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。 
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的
として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。 
貸出金のうち、3か月以上延滞債権額はありません。 
なお、3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先
債権及び延滞債権に該当しないものです。 
貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。 
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、
元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延
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滞債権に該当しないものです。 
破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は106,627千円です。 
なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

 
５． 「土地の再評価に関する法律」第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法１０条に規定する差額 

「土地の再評価に関する法律」（平成 10年 3月 31日公布法律第 34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改
正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再
評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に
計上しています。 
・再評価を行った年月日 平成 12年 12月 31日 
・再評価を行った土地の当期末における時価が再評価後の帳簿価額を下回る金額 313,933千円 
・同法律第 3条 3項に定める再評価の方法 
土地の再評価に関する法律施行令（平成 10年 3月 31日公布政令第 119号）第 2条 3号に定める、当該事業用土地に
ついて地方税法第 341条第 10号の土地課税台帳又は同条第 11号の土地補充課税台帳に登録されている価格（固定資産
税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。 

Ⅵ 損益計算書に関する注記

１ 減損会計に係る注記
当組合では、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、営業店舗については基幹支所の管轄す
るエリアごとに、自動車センターについては、全エリアを管轄する単独の資産グループとして、また、事業外固定資産
（遊休資産、賃貸固定資産）については、グルーピングの最小単位である各固定資産をグルーピングしています。 
さらに、独立したキャッシュ・フローを算出せず他の資産グループの生成寄与する本所、組合員の高齢者福祉・介護
及び生活指導のために設置している福祉センターについては、ＪＡ全体の共用資産と認識しています。 

Ⅶ 金融商品に関する注記
 
１ 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の団体などへ貸付け、残った余裕
金を農林中央金庫へ預けているほか、国債などの有価証券による運用を行っています。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、
顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。
また、有価証券は、主に債権、純投資目的 その他有価証券 で保有しています。これらは発行体の信用リスク、
金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通常
の貸出取引については、本所に信用部審査課を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っています。
審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準な
ど厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るた
め、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全
化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づ
き必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

②市場リスクの管理
当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益
化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬ
Ｍを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造
の構築に努めています。
とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証券
ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成する
ＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決
定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行ってい
ます。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的
にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。
市場リスクに係る定量的情報
当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な
リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類
している債権、貸出金、貯金及び借入金です。
当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用い
た経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。 
金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利が 0.05％下落し
たものと想定した場合には、経済価値が 9,060千円減少するものと把握しています。 
当該変動額は、金利を除くリスクの変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関
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滞債権に該当しないものです。 
破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は106,627千円です。 
なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

 
５． 「土地の再評価に関する法律」第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法１０条に規定する差額 

「土地の再評価に関する法律」（平成 10年 3月 31日公布法律第 34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改
正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再
評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に
計上しています。 
・再評価を行った年月日 平成 12年 12月 31日 
・再評価を行った土地の当期末における時価が再評価後の帳簿価額を下回る金額 313,933千円 
・同法律第 3条 3項に定める再評価の方法 
土地の再評価に関する法律施行令（平成 10年 3月 31日公布政令第 119号）第 2条 3号に定める、当該事業用土地に
ついて地方税法第 341条第 10号の土地課税台帳又は同条第 11号の土地補充課税台帳に登録されている価格（固定資産
税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。 

Ⅵ 損益計算書に関する注記

１ 減損会計に係る注記
当組合では、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、営業店舗については基幹支所の管轄す
るエリアごとに、自動車センターについては、全エリアを管轄する単独の資産グループとして、また、事業外固定資産
（遊休資産、賃貸固定資産）については、グルーピングの最小単位である各固定資産をグルーピングしています。 
さらに、独立したキャッシュ・フローを算出せず他の資産グループの生成寄与する本所、組合員の高齢者福祉・介護
及び生活指導のために設置している福祉センターについては、ＪＡ全体の共用資産と認識しています。 

Ⅶ 金融商品に関する注記
 
１ 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の団体などへ貸付け、残った余裕
金を農林中央金庫へ預けているほか、国債などの有価証券による運用を行っています。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、
顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。
また、有価証券は、主に債権、純投資目的 その他有価証券 で保有しています。これらは発行体の信用リスク、
金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通常
の貸出取引については、本所に信用部審査課を設置し各支所との連携を図りながら、与信審査を行っています。
審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準な
ど厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るた
め、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全
化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づ
き必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

②市場リスクの管理
当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益
化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬ
Ｍを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造
の構築に努めています。
とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証券
ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成する
ＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決
定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行ってい
ます。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的
にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。
市場リスクに係る定量的情報
当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な
リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類
している債権、貸出金、貯金及び借入金です。
当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用い
た経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。 
金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利が 0.05％下落し
たものと想定した場合には、経済価値が 9,060千円減少するものと把握しています。 
当該変動額は、金利を除くリスクの変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関

を考慮していません。 
また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があ
ります。 
なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算しています。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の
確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、商
品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
は合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

２ 金融商品の時価に関する事項
（1）金融商品の貸借対照表計上額および時価等

当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず ３ に記載しています。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

預 金
有価証券
満期保有目的の債券

64,717,518 
 

499,934 

64,697,892 
 

530,020 

△19,626 
 

30,086 
貸出金 ＊
貸倒引当金 ＊
貸倒引当金控除後

5,790,860 
△63,926 

5,726,934 

－ 
－ 

5,946,796 

－ 
－ 

219,862 
経済事業未収金
貸倒引当金 ＊
貸倒引当金控除後

174,626 
△1,227 
173,399 

－ 
－ 

173,399 

－ 
－ 
－ 

資産計 71,117,785 71,348,107 230,322 
貯 金
経済事業未払金

72,637,826 
229,575 

72,665,232 
229,575 

27,406 
－ 

負債計 72,867,401 72,894,807 27,406 
＊ 貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金 6,721千円を含めています。
＊ 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。
＊ 経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。

（2）金融商品の時価の算定方法

【資産】
①預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満期の
ある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである円ＬＩＢＯＲ・ＳＷＡＰレートで割
り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

②貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく
異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。
一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレ
ートである円ＬＩＢＯＲ・ＳＷＡＰレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算
定しています。
また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる
金額としています。

③有価証券
債券は取引所の価格によっています。

④経済事業未収金

経済事業未収金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額

を時価に代わる金額としています。

【負債】
①貯金
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要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額 帳簿価額 を時価とみなしています。また、定期貯
金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートである円ＬＩＢＯＲ・
ＳＷＡＰレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

②経済事業未払金

経済事業未払金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっています。

（3）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは(１)の金融商品の時価情報には
含まれていません。  

（単位：千円） 
 貸借対照表計上額 

外部出資(＊1) 1,831,625 
合 計 1,831,625 
（＊1）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難であ

ると認められるため、時価開示の対象とはしていません。 
 
（4）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 （単位：千円）

1年以内 1年超 
2年以内 

2年超 
3年以内 

3年超 
4年以内 

4年超 
5年以内 5年超 

預金
有価証券
満期保有目的の債券

貸出金 ＊
経済事業未収金

64,715,518 
 
－ 

1,073,212 
174,626 

－ 
 
－ 

559,314 
－ 

－ 
 
－ 

483,174 
－ 

－ 
 
－ 

385,541 
－ 

－ 
 
－ 

319,433 
－ 

－ 
 

499,934 
2,963,465 

－ 
合 計 65,963,356 559,314 483,174 385,541 319,433 3,463,399 
（＊ ）貸出金のうち、当座貸越（融資型を除く）175,565千円については「1年以内」に含めています。
（＊ ）貸出金のうち、3か月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 11,155千円は償還の予定が

見込まれないため含めていません。
（＊ ）経済事業未収金のうち、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に対する債権等 639千円は償還の

予定が見込まれないため、含めていません。

（5）有利子負債の決算日後の返済予定額 （単位：千円）

1年以内 1年超 
2年以内 

2年超 
3年以内 

3年超 
4年以内 

4年超 
5年以内 5年超 

貯金（＊ ） 61,686,292 5,336,266 5,000,028 167,107 392,778 55,355 
合 計 61,686,292 5,336,266 5,000,028 167,107 392,778 55,355 
（＊ ）貯金のうち、要求払貯金については「 年以内」に含めて開示しています。

 
 
Ⅷ 有価証券に関する注記

（1）有価証券の時価、評価差額に関する事項は次のとおりです。
①満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：千円）

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

貸借対照表

計 上 額
時 価 差 額

国 債 499,934 530,020 30,086 
 
（2）当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりです。

売却額 300,812千円 売却益 5,709千円 売却損 7,940千円
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要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額 帳簿価額 を時価とみなしています。また、定期貯
金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートである円ＬＩＢＯＲ・
ＳＷＡＰレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

②経済事業未払金

経済事業未払金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっています。

（3）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは(１)の金融商品の時価情報には
含まれていません。  

（単位：千円） 
 貸借対照表計上額 

外部出資(＊1) 1,831,625 
合 計 1,831,625 
（＊1）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難であ

ると認められるため、時価開示の対象とはしていません。 
 
（4）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 （単位：千円）

1年以内 1年超 
2年以内 

2年超 
3年以内 

3年超 
4年以内 

4年超 
5年以内 5年超 

預金
有価証券
満期保有目的の債券

貸出金 ＊
経済事業未収金

64,715,518 
 
－ 

1,073,212 
174,626 

－ 
 
－ 

559,314 
－ 

－ 
 
－ 

483,174 
－ 

－ 
 
－ 

385,541 
－ 

－ 
 
－ 

319,433 
－ 

－ 
 

499,934 
2,963,465 

－ 
合 計 65,963,356 559,314 483,174 385,541 319,433 3,463,399 
（＊ ）貸出金のうち、当座貸越（融資型を除く）175,565千円については「1年以内」に含めています。
（＊ ）貸出金のうち、3か月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 11,155千円は償還の予定が

見込まれないため含めていません。
（＊ ）経済事業未収金のうち、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に対する債権等 639千円は償還の

予定が見込まれないため、含めていません。

（5）有利子負債の決算日後の返済予定額 （単位：千円）

1年以内 1年超 
2年以内 

2年超 
3年以内 

3年超 
4年以内 

4年超 
5年以内 5年超 

貯金（＊ ） 61,686,292 5,336,266 5,000,028 167,107 392,778 55,355 
合 計 61,686,292 5,336,266 5,000,028 167,107 392,778 55,355 
（＊ ）貯金のうち、要求払貯金については「 年以内」に含めて開示しています。

 
 
Ⅷ 有価証券に関する注記

（1）有価証券の時価、評価差額に関する事項は次のとおりです。
①満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：千円）

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

貸借対照表

計 上 額
時 価 差 額

国 債 499,934 530,020 30,086 
 
（2）当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりです。

売却額 300,812千円 売却益 5,709千円 売却損 7,940千円

Ⅸ 退職給付に関する注記

１ 退職給付に係る事項
（ ）採用している退職給付制度

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。また、この制度に加え、
同規程に基づき、退職給付の一部に充てるため、ＪＡ全国共済会との契約による特定退職金共済制度及び、ＪＡ全共連
との契約に基づく確定給付型年金制度を採用しています。
なお、退職給付債務、退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用
いた簡便法を適用しています。 

 
（ ）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金 99,226千円 
退職給付費用 57,170千円 
退職給付の支払額 △29,202千円 
確定給付型年金制度への拠出金 △20,198千円 
期末における退職給付引当金 106,996千円 

（ ）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 878,343千円 
特定退職共済制度 △202,501千円 
確定給付型年金制度 △568,846千円 
未積立退職給付債務 106,996千円 
退職給付引当金 106,996千円 

（ ）退職給付に関連する損益
勤務費用 17,826千円 
会計基準変更時差異の費用処理額 39,344千円 
退職給付費用（注） 57,170千円 
なお、全国農林漁業団体共済会の特定退職金共済制度に係る掛金 32,670千円を福利厚生費で支出しています。

（ ）退職給付債務の計算基礎に関する事項
会計基準変更時差異の処理年数 15年

２ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための、農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する
等の法律附則第５７条に基づき、存続組合から将来見込額として示された特例業務負担金の金額
法定福利費（人件費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体
職員共済組合法を廃止する等の法律附則第 57条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に
要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金 11,841千円を含めて計上しています。 
なお、同組合より示された平成 28年 3月現在における平成 44年 3月までの特例業務負担金の将来見込額は 167,960
千円となっています。 

Ⅹ 税効果会計に関する注記

１ 税効果会計の適用に伴う事項
繰延税金資産の発生原因別の主な内訳等
（ ）繰延税金資産の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金 29,135千円 
貸倒引当金 10,443千円 
貸出金償却損金否認額 2,588千円 
賞与引当金 974千円 
役員退職慰労引当金 2,060千円 
減損損失 12,596千円 
税務上の繰越欠損金
資産除去債務

6,583千円 
920千円 

その他 4,486千円 
繰延税金資産小計 69,789千円 
評価性引当額 △53,928千円 
繰延税金資産合計（ ） 15,861千円 

 
繰延税金負債
資産除去債務に係る有形固定資産 △167千円
繰延税金負債合計（ ） △167千円
繰延税金資産の純額（ ）＋（ ） 15,694千円 
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（ ）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
法定実効税率 27.23％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.75％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.96％
住民税均等割等 3.47％
評価性引当金の増減 △37.72％
その他 △0.87％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △9.10％ 
 

（ ）税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債への影響額

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が 年 月 日に、「社会保

障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の

一部を改正する法律」が平成 年 月 日に国会で成立されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

に使用された法定実効税率は、平成 年 月 日以降 ％から ％に変更されました。

これに伴う影響額は軽微です。

Ⅺ その他の注記

１．資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

（ ）当該資産除去債務の概要

当組合の施設の一部に使用されている有害物質を除去する義務に関して資産除去債務を計上しています。

（ ）当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 年～ 年、割引率は１％を採用しています。

２．当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 3,346千円

時の経過による調整額  33千円

期末残高 3,379千円
 
３．貸借対照表に計上している以外の資産除去債務

当組合は、千町給油所等の施設に関して、不動産賃貸借契約に基づき退去時における原状回復にかかる義務を有してい

ますが、当該施設は、当組合が事業を継続する上で必須の施設であり、現時点で除去は想定していません。また、移転が

行われる予定もないことから、資産除去債務の履行時期を合理的に見積ることができません。そのため、当該義務に見合

う資産除去債務を計上していません。
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（ ）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
法定実効税率 27.23％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.75％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.96％
住民税均等割等 3.47％
評価性引当金の増減 △37.72％
その他 △0.87％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △9.10％ 
 

（ ）税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債への影響額

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が 年 月 日に、「社会保

障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の

一部を改正する法律」が平成 年 月 日に国会で成立されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

に使用された法定実効税率は、平成 年 月 日以降 ％から ％に変更されました。

これに伴う影響額は軽微です。

Ⅺ その他の注記

１．資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

（ ）当該資産除去債務の概要

当組合の施設の一部に使用されている有害物質を除去する義務に関して資産除去債務を計上しています。

（ ）当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 年～ 年、割引率は１％を採用しています。

２．当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 3,346千円

時の経過による調整額  33千円

期末残高 3,379千円
 
３．貸借対照表に計上している以外の資産除去債務

当組合は、千町給油所等の施設に関して、不動産賃貸借契約に基づき退去時における原状回復にかかる義務を有してい

ますが、当該施設は、当組合が事業を継続する上で必須の施設であり、現時点で除去は想定していません。また、移転が

行われる予定もないことから、資産除去債務の履行時期を合理的に見積ることができません。そのため、当該義務に見合

う資産除去債務を計上していません。

 

10.連結事業年度のリスク管理債権の状況 
（単位：百万円） 

区 分 平成 27年度 平成 28年度 増減 

破 綻 先 債 権 27 25 △1   

延 滞 債 権 額 111 80 31   

３カ月以上延滞債権 －   －   －   

貸出条件緩和債権額 －    －    

合 計 138 106 △32   

 

注１  破綻先債権 

  元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取

り立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金をいいます。 

 

注２  延滞債権 

  未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

して利息の支払いを猶予したもの以外の貸出金をいいます。 

 

注３  ３カ月以上延滞債権 

  元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している貸出金で、破綻先債権及び

延滞債権に該当しないものをいいます。 

 

注４  貸出条件緩和債権 

  債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、

債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び３カ

月以上延滞債権に該当しないものをいいます。 

 

11.連結事業年度の事業別経常収益等 
（単位：百万円） 

区 分 項 目 平成 27年度 平成 28年度 

信 用 事 業 

経常収益 529    584    

経常利益 115       90    

資産の額 69,821       71,772    

共 済 事 業 

経常収益 380    413    

経常利益 134       152    

資産の額 29       33    

農業関連事業  

経常収益 239       222    

経常利益 △45       △48    

資産の額 970       4,333    

そ の 他 事 業 

経常収益 368       253    

経常利益 △102       △91    

資産の額 48       229    

計 

経常収益 1,516    1,472    

経常利益 102    103    

資産の額 70,868       76,367    

注：連結事業収益は、銀行等の連結経常収益に相当するものです。 
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連結自己資本の充実の状況

◆連結自己資本比率の状況

1.自己資本の構成に関する事項

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額

うち、出資金及び資本準備金の額

うち、再評価積立金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額　（△）

うち、処分未済持分（△）

うち、回転出資金の額

うち、上記以外に該当するものの額

平成28年12月末における連結自己資本比率は10.57％となりました。
連結自己資本は組合員の普通出資によっています。
当連結グループでは、適正なプロセスにより連結自己資本比率を正確に算出し、ＪＡを中心に信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリス
クに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の充実に努めています。

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含
まれる額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資
産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連
するものの額

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　（ロ）

自己資本

自己資本の額　　　　　　　　（（イ）―（ロ））　　　（ハ）

（単位：千円）

項　　　　　　目

コア資本にかかる基礎項目　　

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、一般貸倒引当金及び相互援助積立金コア資本算入額

27年度28年度
経過措置
による不
算入額

経過措置
による不
算入額

うち、適格引当金コア資本算入額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調
達手段の額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に
含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当
する額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含ま
れる額

コア資本にかかる基礎項目の額　　　　　　　　　（イ）

コア資本にかかる調整項目　　　　

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除
く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係る
もの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

特定項目に係る10パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに
関連するものの額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入
される額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資
産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連
するものの額

特定項目に係る15パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに
関連するものの額
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連結自己資本の充実の状況

◆連結自己資本比率の状況

1.自己資本の構成に関する事項

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額

うち、出資金及び資本準備金の額

うち、再評価積立金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額　（△）

うち、処分未済持分（△）

うち、回転出資金の額

うち、上記以外に該当するものの額

平成28年12月末における連結自己資本比率は10.57％となりました。
連結自己資本は組合員の普通出資によっています。
当連結グループでは、適正なプロセスにより連結自己資本比率を正確に算出し、ＪＡを中心に信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリス
クに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の充実に努めています。

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含
まれる額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資
産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連
するものの額

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　（ロ）

自己資本

自己資本の額　　　　　　　　（（イ）―（ロ））　　　（ハ）

（単位：千円）

項　　　　　　目

コア資本にかかる基礎項目　　

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、一般貸倒引当金及び相互援助積立金コア資本算入額

27年度28年度
経過措置
による不
算入額

経過措置
による不
算入額

うち、適格引当金コア資本算入額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調
達手段の額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に
含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当
する額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含ま
れる額

コア資本にかかる基礎項目の額　　　　　　　　　（イ）

コア資本にかかる調整項目　　　　

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除
く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係る
もの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

特定項目に係る10パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに
関連するものの額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入
される額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資
産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連
するものの額

特定項目に係る15パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに
関連するものの額

△ 1,829,693 △ 1,829,241

△ 2,443,760 △ 2,444,047

注1.

　2.

　3.

自己資本比率（（ハ）／（二））

リスク・アセット等　　　　　　　

信用リスク・アセットの額の合計額

資産（オン・バランス）項目

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得
た額

信用リスク・アセット調整額　　　　　　　　　

オペレーショナル・リスク相当額調整額

リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　（ニ）

自己資本比率

オフ・バランス項目

ＣＶＡリスク相当額を8パーセントで除して得た額

中央精算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・ア
セットの額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入さ
れる額の合計額

うち、調整項目に係る経過措置により、なお従前の
例によるとしてリスク・アセットの額に算入される
ことになったものの額のうち、無形固定資産（のれ
ん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るも
のを除く。）に係るものの額

うち、調整項目に係る経過措置により、なお従
前の例によるとしてリスク・アセットの額に算
入されることになったものの額のうち、繰延税
金資産に係るものの額

うち、調整項目に係る経過措置により、なお従
前の例によるとしてリスク・アセットの額に算
入されることになったものの額のうち、前払年
金費用に係るものの額

うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエ
クスポージャーに係る経過措置を用いて算出したリ
スク・アセットの額から経過措置を用いずに算出し
たリスク・アセットの額を控除した額（△）

農協法第11条の2第1項第 号の規定に基づく組合の経営の健全性を判断するための基準に係る算式に基づき算出してしていま
す。

当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については信用リスク削減手法
の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。

当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。

うち、上記以外に該当するものの額
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2.自己資本の充実度に関する事項
（1）信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳

（注）
「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載して
います。

「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証券
等が該当します。

上記以外

信用リスク・アセットの
合計の額

証券化

経過措置によりリスク・アセット
の額に算入、不算入となるもの

△ 1,830,750 △ 73,230 △ 1,829,838 △ 73,194

特定項目のうち調整項目に算
入されないもの

複数の資産を裏付とする資産（所
謂ファンド）のうち、個々の資産
の把握が困難な資産

信用保証協会等保証付

共済約款貸付

三月以上延滞等

不動産取得等事業向け

法人等向け

金融機関及び第一種金融商品
取引業者向け

我が国の中央政府及び
中央銀行向け

我が国の地方公共団体向け

平成28年度

エクスポー
ジャーの期

末残高

リスク・
アセット額

所要自己
資本額

エクスポー
ジャーの期

末残高

リスク・
アセット額

所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％

「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及
び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150％になったエクスポー
ジャーのことです。

「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。

「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層
化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

「経過措置によりリスク・アセットの額に算入・不算入となるもの」とは、他の金融機関等の対象資本調達手段、コア資本に係る
調整項目（無形固定資産、前払年金資産、繰延税金資産等）及び土地再評価差額金に係る経過措置により、リスク・アセットに算
入したもの、不算入としたものが該当します。

「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開
発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

出資等

他の金融機関の資本調達手段

中小企業等向け及び
個人向け

抵当権付住宅ローン

地方三公社向け

（単位：千円）

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

区　　　　　　　分

平成27年度
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2.自己資本の充実度に関する事項
（1）信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳

（注）
「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載して
います。

「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証券
等が該当します。

上記以外

信用リスク・アセットの
合計の額

証券化

経過措置によりリスク・アセット
の額に算入、不算入となるもの

△ 1,830,750 △ 73,230 △ 1,829,838 △ 73,194

特定項目のうち調整項目に算
入されないもの

複数の資産を裏付とする資産（所
謂ファンド）のうち、個々の資産
の把握が困難な資産

信用保証協会等保証付

共済約款貸付

三月以上延滞等

不動産取得等事業向け

法人等向け

金融機関及び第一種金融商品
取引業者向け

我が国の中央政府及び
中央銀行向け

我が国の地方公共団体向け

平成28年度

エクスポー
ジャーの期

末残高

リスク・
アセット額

所要自己
資本額

エクスポー
ジャーの期

末残高

リスク・
アセット額

所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％

「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及
び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150％になったエクスポー
ジャーのことです。

「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。

「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層
化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

「経過措置によりリスク・アセットの額に算入・不算入となるもの」とは、他の金融機関等の対象資本調達手段、コア資本に係る
調整項目（無形固定資産、前払年金資産、繰延税金資産等）及び土地再評価差額金に係る経過措置により、リスク・アセットに算
入したもの、不算入としたものが該当します。

「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開
発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

出資等

他の金融機関の資本調達手段

中小企業等向け及び
個人向け

抵当権付住宅ローン

地方三公社向け

（単位：千円）

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

区　　　　　　　分

平成27年度

（2）オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
（単位：千円）

注 当連結グループでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。

　　　＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞

　粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％

　直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

（3）所要自己資本額
（単位：千円）

3.信用リスクに関する事項
（1）リスク管理の方法及び手続の概要

（2）標準的手法に関する事項

　（ア）

 株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

 株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

 ムーディーズ・インべスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）

 スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ(Ｓ＆Ｐ）

 フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ）

注　「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛目のことです。

　（イ）

　　

 日本貿易保険

 R＆I，Moody's,JCR

 　　　（長期）  S＆P, Fitch

 R＆I，Moody's,JCR

　　　 （短期）  S＆P, Fitch

金融機関向けエクスポージャー

法人向けエクスポージャー

法人向けエクスポージャー

リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付期間による依頼格付けのみ
使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

適格格付機関

リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付期間の格付またはカントリーリスク・スコア
は、主に以下のとおりです。

エクスポージャー 適格格付機関 カントリーリスク・スコア

ａ b＝a×４％ ａ b＝a×４％

÷ ８％

平成27年度 平成28年度

リスク・アセット
（分母）合計

所要自己資本額 リスク・アセット
（分母）合計

所要自己資本額

当連結グループは、ＪＡ以外では与信を行っていないため、連結グループにおける信用リスク管理の
方針及び手続等は定めていません。ＪＡの信用リスク管理の方針及び手続等の具体的内容は、単体の
開示内容をご参照ください。単体の「リスク管理の状況」の項目に記載。

連結自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により算出してい
ます。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格
付等は次のとおりです。

平成27年度 平成28年度

オペレーショナル・リスク相当額
を８％で除して得た額

所要自己資本額 オペレーショナル・リスク相当額
を８％で除して得た額

所要自己資本額

ａ b＝a×４％ ａ b＝a×４％
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（3）信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上
　延滞エクスポージャーの期末残高

（単位：千円）

「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。

うち
貸出金等

うち債券 うち
貸出金等

うち債券

平成27年度 平成28年度

三月以上
延滞エク
スポー
ジャー

三月以上
延滞エク
スポー
ジャー

信用リス
クに関す
るエクス
ポージャー
の残高

信用リス
クに関す
るエクス
ポージャー
の残高

国外

国内

地域別残高計

法
人

農業

鉱業

金融・保険業

林業

製造業

水産業

建設・不動産

運輸・通信業

電気・ガス・熱
供給・水道業

卸売・小売・飲
食・サービス業

上記以外

日本国政府・地
方公共団体

個人

その他

1年以下

業種別残高計

1年超3年以下

3年超5年以下

7年超10年以下

5年超7年以下

10年超

期限の定めのない
もの

「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクス
ポージャーをいいます。

信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャーに該当する
ものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポー
ジャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関
が融資を実行する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。

残存期間別残高計

（注）
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（3）信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上
　延滞エクスポージャーの期末残高

（単位：千円）

「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。

うち
貸出金等

うち債券 うち
貸出金等

うち債券

平成27年度 平成28年度

三月以上
延滞エク
スポー
ジャー

三月以上
延滞エク
スポー
ジャー

信用リス
クに関す
るエクス
ポージャー
の残高

信用リス
クに関す
るエクス
ポージャー
の残高

国外

国内

地域別残高計

法
人

農業

鉱業

金融・保険業

林業

製造業

水産業

建設・不動産

運輸・通信業

電気・ガス・熱
供給・水道業

卸売・小売・飲
食・サービス業

上記以外

日本国政府・地
方公共団体

個人

その他

1年以下

業種別残高計

1年超3年以下

3年超5年以下

7年超10年以下

5年超7年以下

10年超

期限の定めのない
もの

「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクス
ポージャーをいいます。

信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャーに該当する
ものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポー
ジャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関
が融資を実行する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。

残存期間別残高計

（注）

（4）貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：千円）

（5）業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額
（単位：千円）

（6）信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウエイト1250％を適用する残高
（単位：千円）

（注）

信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャーに該当
するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエ
クスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格
付機関による依頼格付のみを使用しています。

経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウエイトに
よって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としていま
す。

1250％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免
責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイト1250％を適用したエクスポージャーがあ
ります。

一般貸倒引当金

区　分
平成27年度 平成28年度

期首残高

区　分
平成27年度 平成28年度

期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高 期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高
目的使用 その他 目的使用 その他

期中増加額

個別貸倒引当金

期末残高
貸出金
償却目的使用 その他 目的使用 その他

期中減少額
期末残高

貸出金
償却 期首残高 期中増加額

期中減少額

林業

農業

鉱業

製造業

水産業

金融・保険業

運輸・通信業

法
人

建設・不動産

電気・ガス・熱
供給・水道業

上記以外

卸売・小売・飲
食・サービス業

業種別計

個人

その他

平成27年度 平成28年度

格付あり 格付なし 計 格付あり 格付なし 計

リスク・ウエイト10％

リスク・ウエイト0％

リスク・ウエイト4％

リスク・ウエイト2％

リスク・ウエイト150％

リスク・ウエイト100％

リスク・ウエイト250％

リスク・ウエイト50％

リスク・ウエイト200％

リスク・ウエイト35％

リスク・ウエイト20％

リスク・ウエイト75％

計

その他

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
の
残
高

リスク・ウエイト1250％
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4.信用リスク削減手法に関する事項 
（1）信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 
連結自己資本比率の算出にあって、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」において定めてい

ます。信用リスク削減手法の適用及び管理方針、手続きは、ＪＡのリスク管理の方針及び手続に準じて行

っています。ＪＡのリスク管理の方針及び手続等の具体的内容は、単体の開示内容をご参照ください。 

 

（2）信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 
（単位：千円） 

 

区  分 

 平成 27年度 平成 28年度 

  
適格金融 

資産担保 
保証 

適格金融 

資産担保 
保証 

 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け  - - - - 

 我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け  - - - - 

 地 方 三 公 社 向 け  - - - - 

 
金 融 機 関 向 け 及 び       

第 一種 金融 商品 取引 業者 向け 
 - - - - 

 法 人 等 向 け  10,906 - 4,326 - 

 中 小企 業等 向け 及び 個人 向け  18,325 - 14,101 - 

 抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン  - -  - 

 不 動 産 取 得 等 事 業 向 け  - -  - 

 三 月 以 上 延 滞 等  - -  - 

 証 券 化  - -  - 

 中 央 清 算 機 関 関 連  - -  - 

 上 記 以 外  27,200 - 18,040 - 

 合 計  56,431 - 36,467 - 
 

注 1.「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主なものとし

ては貸出金や有価証券等が該当します。 

注 2.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエク

スポージャー及び「金融機関向け及び証券会社向け」「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが 150％になっ

たエクスポージャーのことです。 

注 3.「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一

部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。 

注 4.「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共

部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。 

 

5.派生商品取引及び 

長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 
該当する取引はありません。 

 

6.証券化エクスポージャーに関する事項 
該当する取引はありません。 

 

7.オペレーショナル・リスクに関する事項 
（1）オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要 
連結グループにかかるオペレーショナル・リスク管理は、子会社においてはＪＡのリスク管理及びその

手続に準じたリスク管理を行っています。ＪＡのリスク管理の方針及び手続等の方針及び手続等の具体的

内容は、単体の開示内容をご参照下さい。 
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4.信用リスク削減手法に関する事項 
（1）信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 
連結自己資本比率の算出にあって、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」において定めてい

ます。信用リスク削減手法の適用及び管理方針、手続きは、ＪＡのリスク管理の方針及び手続に準じて行

っています。ＪＡのリスク管理の方針及び手続等の具体的内容は、単体の開示内容をご参照ください。 

 

（2）信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 
（単位：千円） 

 

区  分 

 平成 27年度 平成 28年度 

  
適格金融 

資産担保 
保証 

適格金融 

資産担保 
保証 

 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け  - - - - 

 我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け  - - - - 

 地 方 三 公 社 向 け  - - - - 

 
金 融 機 関 向 け 及 び       

第 一種 金融 商品 取引 業者 向け 
 - - - - 

 法 人 等 向 け  10,906 - 4,326 - 

 中 小企 業等 向け 及び 個人 向け  18,325 - 14,101 - 

 抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン  - -  - 

 不 動 産 取 得 等 事 業 向 け  - -  - 

 三 月 以 上 延 滞 等  - -  - 

 証 券 化  - -  - 

 中 央 清 算 機 関 関 連  - -  - 

 上 記 以 外  27,200 - 18,040 - 

 合 計  56,431 - 36,467 - 
 

注 1.「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主なものとし

ては貸出金や有価証券等が該当します。 

注 2.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエク

スポージャー及び「金融機関向け及び証券会社向け」「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが 150％になっ

たエクスポージャーのことです。 

注 3.「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一

部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。 

注 4.「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共

部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。 

 

5.派生商品取引及び 

長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 
該当する取引はありません。 

 

6.証券化エクスポージャーに関する事項 
該当する取引はありません。 

 

7.オペレーショナル・リスクに関する事項 
（1）オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要 
連結グループにかかるオペレーショナル・リスク管理は、子会社においてはＪＡのリスク管理及びその

手続に準じたリスク管理を行っています。ＪＡのリスク管理の方針及び手続等の方針及び手続等の具体的

内容は、単体の開示内容をご参照下さい。 

 

 

8.出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項 
（1）出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の

概要 
連結グループにかかる出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理は、子会社におい

てはＪＡのリスク管理及びその手続に準じたリスク管理を行っています。ＪＡのリスク管理の方針及び手

続等の方針及び手続等の具体的内容は、単体の開示内容をご参照下さい。 

 

（2）出資その他これに類するエクスポージャーの連結貸借対照表計上額及び時価 
（単位：千円） 

区 分 

平成 27年度 平成 28年度 

貸借対照表 

計上額 
時価評価額 

貸借対照表 

計上額 
時価評価額 

 

上 場  - - - - 

 

非 上 場  2,437,065 2,470,186 2,331,559 2,361,645 

 

合 計  2,437,065 2,470,186 2,331,559 2,361,645 
 

 

（3）出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 
該当ありません。 

 

（4）連結貸借対照表で認識され、連結損益計算書で認識されない評価損益の額（保有

目的区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等） 
（単位：千円） 

平成 27年度 平成 28年度 

評価益 評価損 評価益 評価損 

3,659 - - - 

 

（5）連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社の評価

損益等） 
該当ありません。 

 

9.金利リスクに関する事項 
（1）金利リスクの算定方法の概要 
連結グループの金利リスクの算定方法は、ＪＡの金利リスクの算定方法に準じた方法により行っていま

す。ＪＡの金利リスクの算定方法は、単体の開示内容をご参照ください。 

 

（2）金利ショックに対する損益・経済価値の増減額 
（単位：千円） 

 平成 27年度 平成 28年度 

金利ショックに対する損益・ 

経済価値の増減額 
57,000 9,060 
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【ＪＡの概要】 

1.役員構成 

役 員 氏 名 
代表権 

の有無 
役 員 氏 名 

代表権 

の有無 

代表理事組合長 花﨑  隆 有 理 事 岩瀬 貞夫 無 

常 務 理 事 鈴木 茂文 無 理 事 齋藤 清吉 無 

常 務 理 事 髙地 孝夫 無 理 事 末吉  光 無  

理   事 鈴木 博善 無 理 事 寺田 尚志 無  

理 事 座間 澄行 無 理 事 松﨑 敏雄 無  

理 事 吉野 勇孝 無 理 事 長谷川 敏雄 無  

理 事 野村 勝子 無 理 事 浅野 幸男 無 

理 事 吉野  寛 無 代 表 監 事 斉藤  豊  

理 事 髙橋 金幹 無 監 事 千葉 常之  

理 事 小山 功 無 監 事 北根 義信  

理 事 善茂作 清江 無 監 事 田中 正雄  

 

 

2.組合員数 
（単位：人） 

資格区分 平成 27年度末 平成 28年度末 増 減 

正

組

合

員 

個    人 7,148   7,081   △67   

法

人 

農事組合法人 2   2   -   

その他の法人 9   13   4   

准

組

合

員 

個    人 5,446   5,405   △41   

その他の団体 46   50   4  

合 計 12,651   12,551   △100   

 

備 考   28年度末正組合員戸数  7,019戸 

      27年度末正組合員戸数  7,080戸 
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【ＪＡの概要】 

1.役員構成 

役 員 氏 名 
代表権 

の有無 
役 員 氏 名 

代表権 

の有無 

代表理事組合長 花﨑  隆 有 理 事 岩瀬 貞夫 無 

常 務 理 事 鈴木 茂文 無 理 事 齋藤 清吉 無 

常 務 理 事 髙地 孝夫 無 理 事 末吉  光 無  

理   事 鈴木 博善 無 理 事 寺田 尚志 無  

理 事 座間 澄行 無 理 事 松﨑 敏雄 無  

理 事 吉野 勇孝 無 理 事 長谷川 敏雄 無  

理 事 野村 勝子 無 理 事 浅野 幸男 無 

理 事 吉野  寛 無 代 表 監 事 斉藤  豊  

理 事 髙橋 金幹 無 監 事 千葉 常之  

理 事 小山 功 無 監 事 北根 義信  

理 事 善茂作 清江 無 監 事 田中 正雄  

 

 

2.組合員数 
（単位：人） 

資格区分 平成 27年度末 平成 28年度末 増 減 

正

組

合

員 

個    人 7,148   7,081   △67   

法

人 

農事組合法人 2   2   -   

その他の法人 9   13   4   

准

組

合

員 

個    人 5,446   5,405   △41   

その他の団体 46   50   4  

合 計 12,651   12,551   △100   

 

備 考   28年度末正組合員戸数  7,019戸 

      27年度末正組合員戸数  7,080戸 

 

 

 

 

 

 

3.組合員組織の状況 
（単位：人） 

 組織名  構成員数 

 Ｊ Ａ い す み 女 性 部    252  

 Ｊ Ａ い す み 青 年 部    16  
 い す み 農 協 稲 作 部 会    47  
 大 原 園 芸 組 合    9  
 い す み 農 協 筍 生 産 連 絡 協 議 会    80  
 川 畑 筍 生 産 組 合    14  
 いすみ農協キウイフルーツ生産部会    9  
 夷 隅 郡 市 椎 茸 組 合 連 合 会    8  
 Ｊ Ａ い す み 酪 農 組 合    10  
 千 葉 県 林 業 研 究 会 夷 隅 支 部    11  
 Ｊ Ａ い す み 花 き 出 荷 組 合    29  
 い す み 自 然 薯 組 合    9  
 一 宮 ・ 岬 梨 組 合 岬 支 部    59  
 岬 町 キ ャ ベ ツ 生 産 組 合    7  
 い す み 市 鉢 花 生 産 組 合    3  
 ＪＡいすみ大原農産物直売所利用部会    131  
 い す み 農 協 ナ バ ナ 出 荷 組 合    68  
 夷 隅 筍 生 産 組 合    23  
 い す み 市 柿 生 産 組 合    25  
 い す み 農 協 ブ ル ー ベ リ ー 出 荷 組 合    22  

 

 

4.地区一覧 
 

 勝 浦 市  上野、総野、勝浦、興津 

 大 多 喜 町  大多喜、老川、西畑、総元、上瀑 

 
い す み 市 

 国吉、千町、中川、東海、大原、浪花、布施、東、長者 

中根、古沢、太東 

 御 宿 町  御宿 

 

 

 

 

JA  ISUMI  DISCLOSURE  REPORT  2017

80



 

 

 

5.店舗・ＡＴＭ 
 

種類 名 称 所在地 電話番号 
ＡＴＭ 

設置 

事務所  本 所   いすみ市国府台 1515-1 86-3711  

事務所  勝 浦 支 所   勝浦市大楠 1581 77-0111 1 台 

事務所  大 多 喜 支 所   大多喜町横山 3055-2 82-2421 1 台 
事務所  西 畑 支 所   大多喜町湯倉 147-4 83-0900 1 台 
事務所  夷 隅 支 所   いすみ市国府台 1515-2 86-2121 1 台 
事務所  岬 支 所   いすみ市岬町椎木 996-1 87-2631 1 台 
事務所  中 根 支 所   いすみ市岬町中滝 986-1 87-2933 1 台 
事務所  大 原 支 所   いすみ市深堀 751 62-1311  
事務所  東 支 所   いすみ市佐室 363-1 66-1711 1 台 

事務所  御 宿 支 所   御宿町久保 2486-1 68-2424 1 台 
ＡＴＭ  上 野 コ ー ナ ー   勝浦市植野 489-1  １台 

ＡＴＭ  南 コ ー ナ ー   いすみ市大原 7954-1  1 台 

ＡＴＭ  福 祉 コ ー ナ ー   いすみ市能実 295  1 台 
ＡＴＭ  道 の 駅 コ ー ナ ー   大多喜町石神 855  1 台 
ＡＴＭ  大多喜駅前コーナー   大多喜町大多喜 282  1 台 

 

6.特定信用事業代理業者の状況 
該当ありません。 
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5.店舗・ＡＴＭ 
 

種類 名 称 所在地 電話番号 
ＡＴＭ 

設置 

事務所  本 所   いすみ市国府台 1515-1 86-3711  

事務所  勝 浦 支 所   勝浦市大楠 1581 77-0111 1 台 

事務所  大 多 喜 支 所   大多喜町横山 3055-2 82-2421 1 台 
事務所  西 畑 支 所   大多喜町湯倉 147-4 83-0900 1 台 
事務所  夷 隅 支 所   いすみ市国府台 1515-2 86-2121 1 台 
事務所  岬 支 所   いすみ市岬町椎木 996-1 87-2631 1 台 
事務所  中 根 支 所   いすみ市岬町中滝 986-1 87-2933 1 台 
事務所  大 原 支 所   いすみ市深堀 751 62-1311  
事務所  東 支 所   いすみ市佐室 363-1 66-1711 1 台 

事務所  御 宿 支 所   御宿町久保 2486-1 68-2424 1 台 
ＡＴＭ  上 野 コ ー ナ ー   勝浦市植野 489-1  １台 

ＡＴＭ  南 コ ー ナ ー   いすみ市大原 7954-1  1 台 

ＡＴＭ  福 祉 コ ー ナ ー   いすみ市能実 295  1 台 
ＡＴＭ  道 の 駅 コ ー ナ ー   大多喜町石神 855  1 台 
ＡＴＭ  大多喜駅前コーナー   大多喜町大多喜 282  1 台 

 

6.特定信用事業代理業者の状況 
該当ありません。 

 7.組織機構図

黒原ガス事業所

自動車センター

自動車整備工場

燃料センター 中根支所

勝浦給油所

千町給油所

中川給油所

中根給油所

福祉生活課 岬育苗ｾﾝﾀｰ

総務管理委員会
勝浦農機整備工場 夷隅育苗ｾﾝﾀｰ

大多喜農機整備工場
信用共済委員会

大原御宿農機整備工場 岬支所

夷隅農機整備工場
経 済 委 員 会 岬地区購買店舗

岬農機整備工場
岬ﾗｲｽｾﾝﾀｰ

常
務

生産生活購買課 御宿支所

営農指導販売課
夷隅支所

農機センター
夷隅地区購買店舗

大原御宿地区購買店舗

大原農産物直売
所企画管理課

大原育苗ｾﾝﾀｰ

経済部 東支所

監事会 保全課
西畑支所

総務部
大原支所

組
合
員

総
代
会

理
事
会

組
合
長

総務課

常勤監事

共済部 大多喜地区購買店舗

代表監事 大多喜ﾗｲｽｾﾝﾀｰ
普及課

大多喜育苗ｾﾝﾀｰ

監査室
勝浦支所

常
務

信用部 勝浦ﾗｲｽｾﾝﾀｰ

金融課 勝浦地区購買店舗

審査課
大多喜支所
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8.ＪＡいすみの沿革と歩み 

 ＪＡいすみは、平成 12 年 10 月 1 日に旧ＪＡ夷隅中央と旧ＪＡ夷隅町、旧ＪＡ岬の 3ＪＡの

合併により発足した広域合併ＪＡです。業務区域は勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町の 2

市 2町で本所を中心に 9支所、購買店舗５カ所、ＡＴＭ（現金自動受払機）13 台が稼働してい

ます。 

 当ＪＡでは、各地区の基幹支所に信用・共済・営農・購買・販売業務を集約させ、組合員ニ

ーズに応えられる、きめ細かなサービスの向上に取り組んでいます。他にも自動車センター・

ガス事業所・福祉センター・給油所 3 カ所・農機具整備工場 5 カ所が営業しています。また、

利用施設として、ライスセンター3 カ所・水稲育苗センター4 カ所で管内の稲作に寄与、地産

地消を目的とした農産物直売所「グリーンスパいすみ」も、地域の皆さまに幅広くご利用いた

だいております。 

 ＪＡいすみ管内は、太平洋と清澄山系を臨む温暖な気候と良質な土壌に恵まれ、良質米産地

として広く知られており、古くから稲作を中心とした農業が盛んで食味の良い「いすみ米」が

生産されています。海岸から平坦地にかけては、果樹や花きが生産され、ブランド品としての

地位を確立しています。また中山間地では、特産のタケノコやシイタケをはじめ、山菜類など

の特用林産物の生産が盛んに取り組まれています。その他、食用ナバナやスプレーストック等

は、奨励品種として全地域で栽培をしています。 

 ＪＡの子会社である株式会社ジェイエイいすみサービスは、組合員や地域住民との「共生」

の考え方を基本に設立。利用者のニーズに応えるためコスト削減に努め、冠婚葬祭業・旅行事

業・損害保険の代理業など、地域に根ざした安心と信頼を得られるサービスの提供に努めてい

ます。 
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9.主な出来事 
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１月 １３日    女性部短期大学校第 16期生入学式 

２月 １０日    平成 28年度稲作栽培講習会 

 ２７日 ～ ２８日  春の農業機械展示会 

３月 １２日 ～ １３日  自動車展示会 

 ３０日    第 16回通常総代会 

４月 １日    平成 28年度新採用職員入組式 

 ２９日    ＪＡ大原農産物直売所感謝祭「苗もの祭り」 

５月 １５日    ＪＡいすみ春の感謝祭 2016 

      

      

５月 ２６日 ・ ６月６日   ＪＡ共済置き傘贈呈式 

６月 ２日    購買店舗美化コンクール 

 ２６日    ＪＡ共済アンパンマン交通安全キャラバン 

７月 ９日 ～ １０日  自動車展示会 

 １７日    ＪＡ大原農産物直売所 16周年記念大感謝祭 

８月 １２日    平成 28年産米初検査・目揃え会 

９月 １８日    ＪＡいすみコシヒカリ新米まつり 

１０月 ７日    女性部パークゴルフ交流会 

 １６日    ＪＡいすみ感謝の集い 

 ２８日 ～ ３０日  第 41回農業機械大展示会 

 ２９日    第 11回平成 28年産いすみ米食味コンクール 

１１月 ５日 ～ ６日  自動車展示会 

 ２５日 ～ ２８日  ＪＡいすみ謝恩旅行 

１２月 ７日    千葉県家の光大会 

 ９日    平成 28年度ＪＡいすみ経済コンクール 

 １２日            平成 28年産「いすみ米」贈呈式 

 １４日    女性部短期大学校第 16期生卒業式 

 ２３日    ＪＡ大原農産物直売所「年末大感謝祭」 

      

  
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

2017 ＪＡ Isumi Disclosure Report 

 

 

 

 

 

 
編集発行／いすみ農業協同組合 

〒298-0112 千葉県いすみ市国府台 1515-1 

ＴＥＬ.0470-86-3711㈹ 

http：//www.jaisumi.or.jp 




